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Ｅ
Ｕ
の
基
本
権
保
護

入

稲

福

智

は
じ
め
に

我
が
国
で
も
Ｅ
Ｕ
法
は
一
つ
の
研
究
分
野
と
し
て
確
立
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
非
常
に
幅
広
い
法
分
野
を
網
羅
し
て
お
り
、
個
々
の
領

域
で
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
も
、
最
も
古
く
か
ら
、
か
つ
、
最
も
活
発
に
議
論
さ
れ
て
き
た
研
究
テ
ー
マ
し
て
、
基
本
権

保
護
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き（
１
）る。
Ｅ
Ｕ
の
基
本
権
保
護
は
Ｅ
Ｃ
Ｊ
（E

uropean
C
ourt

of
Justic

（
２
）

e

）
の
判
例
法
を
通
じ
発
展
し
て
き
た
が
、

成
文
法
の
整
備
が
進
み
、
ま
た
、
欧
州
人
権
条
約
制
度
と
の
融
合
が
進
展
す
る
状
況
下
、
「
多
層
化
」（
三
層
化
）
の
様
相
を
み
せ
て
い

る
（
後
述
第
一
章
参（
３
）照）。
ま
た
、
従
来
よ
り
、
国
内
法
に
比
べ
、
Ｅ
Ｕ
の
権
利
保
護
水
準
は
低
い
こ
と
が
批
判
さ
れ
て
い
る
が
、
近
時

は
じ
め
に

第
一
章

Ｅ
Ｕ
基
本
権
保
護
の
発
展

第
二
章

Ｅ
Ｃ
Ｊ
の
基
本
権
審
査
に
対
す
る
評
価

第
三
章

一
般
的
効
力
を
持
つ
第
二
次
法
に
対
す
る
権
利

保
護

第
四
章

Ｅ
Ｕ
法
体
系
下
に
お
け
る
国
内
裁
判
所
の
役
割

終
わ
り
に
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は
、
そ
の
「
逆
転
」
も
大
き
く
注
目
さ
れ
て
い
る
（
後
述
第
一
章
四
参
照
）。
Ｅ
Ｃ
Ｊ
に
よ
る
基
本
権
保
護
に
つ
い
て
、
筆
者
は
幾
つ
か

の
論
文
を
発
表
し
て
い
る（
４
）が、
本
稿
で
は
近
時
の
発
展
を
踏
ま
え
な
が
ら
再
考
す
る
。
な
お
、
Ｅ
Ｕ
の
基
本
権
保
護
に
つ
い
て
は
、
Ｅ
Ｃ

Ｊ
以
外
に
も
、
Ｅ
Ｕ
の
立
法
・
行
政
機
関
に
よ
っ
て
種
々
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
点
の
検
討
は
他
稿
に
譲（
５
）り、
本
稿
で
は
、

司
法
機
関
に
よ
る
権
利
保
護
を
中
心
に
考
察
す
る
。

第
一
章

Ｅ
Ｕ
基
本
権
保
護
の
発
展

一

Ｅ
Ｕ
法
の
一
般
原
則
と
し
て
の
基
本
権
保
護

第
二
次
世
界
大
戦
後
、
人
権
尊
重
の
重
要
性
が
強
く
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
国
連
総
会
で
は
世
界
人
権
宣
言
が
、
ま
た
、
そ
れ
に

刺
激
さ
れ
、
欧
州
評
議
会
で
は
欧
州
人
権
条
約
が
採
択
さ
れ
て
い
る
が
、
Ｅ
Ｕ
の
前
身
で
あ
る
Ｅ
Ｅ
Ｃ
は
「
基
本
権
カ
タ
ロ
グ
」
を
具
備

す
る
ど
こ
ろ
か
、
個
人
の
権
利
保
護
に
つ
い
て
明
文
の
規
定
を
設
け
て
い
な
か
っ（
６
）た。
こ
れ
は
Ｅ
Ｅ
Ｃ
が
経
済
統
合
を
主
た
る
目
的
と
す

る
国
際
機
関
で
あ
り
、
人
権
・
基
本
権
保
護
を
図
る
た
め
に
設
立
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
に
よ
る
が
、
条
約
制
定
当
時
は
、
Ｅ
Ｅ
Ｃ

が
個
人
の
経
済
活
動
に
深
く
介
入
す
る
措
置
を
発
す
る
こ
と
は
想
定
さ
れ
て
い
な
か
っ（
７
）た。
ま
た
、
国
内
憲
法
が
保
障
す
る
基
本
権
は
欧

州
レ
ベ
ル
で
も
保
護
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い（
８
）た。

と
こ
ろ
が
、
共
同
体
法
は
国
内
法
（
国
内
憲
法
が
保
障
す
る
基
本
権
を
含
む
）
に
優
先
す
る
こ
と
が
Ｅ
Ｃ
Ｊ
の
判
例
法
を
通
し
確
立
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
た（
９
）め、
国
内
憲
法
上
の
基
本
権
は
第
二
次
法
の
適
法
性
を
審
査
す
る
基
準
と
し
て
の
性
質
を
失
い
、
代
わ
り
に
、
Ｅ

Ｅ
Ｃ
独
自
の
基
本
権
保
護
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
を
確
立
し
た
の
も
Ｅ
Ｃ
Ｊ
で
あ
る
が
、
当
初
、
同
裁
判
所
は
、
基
本
権

保
護
に
関
す
る
規
定
の
欠
缺
を
理
由
に
、
保
護
の
必
要
性
を
認
め
な
か
っ
（
１０
）
た
。
ま
た
、
国�

内�

憲�

法�

に�

照�

ら�

し�

第
二
次
法
を
審
査
す
る
権
限



23 ＥＵの基本権保護

は
自
ら
に
与
え
ら
れ
て
い
な
い
と
（
１１
）
し
、
基
本
権
審
査
を
行
わ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
一
九
六
九
年
に
下
さ
れ
た
判
決
に
お
い
て
、
Ｅ
Ｃ
Ｊ

は
、
法
の
一
般
原
則
と
し
て
、
基
本
権
を
保
護
す
る
必
要
性
を
明
瞭
に
認
め
る
よ
う
に
な
っ
（
１２
）
た
。
な
お
、
そ
の
際
、
こ
の
法
の
一
般
原
則

は
ど
の
よ
う
に
し
て
導
か
れ
る
か
と
い
う
点
が
明
ら
か
に
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
後
に
、
加
盟
国
憲
法
を
参
照
す
る
比
較
法
的
ア
プ
ロ
ー
チ

に
よ
る
と
の
見
解
を
示
し
（
１３
）
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
読
み
取
れ
る
よ
う
に
、
Ｅ
Ｕ
の
基
本
権
保
護
は
、
Ｅ
Ｕ
法
は
国
内
法
（
国
内
憲
法
が
保

障
す
る
基
本
権
を
含
む
）
に
優
先
す
る
が
、
国
内
憲
法
上
の
基
本
権
は
Ｅ
Ｕ
法
の
一
般
原
則
と
し
て
保
護
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い

う
、
い
わ
ば
矛
盾
す
る
理
論
を
基
礎
に
し
て
い
る
。

な
お
、
前
述
し
た
Ｅ
Ｃ
Ｊ
の
立
場
の
転
換
は
、
ド
イ
ツ
国
内
裁
判
所
の
批
判
を
受
け
た
も
の
と
説
明
さ
れ
る
こ
と
が
多
（
１４
）
い
。
つ
ま
り
、

一
九
七
四
年
に
下
さ
れ
た
判
決
に
お
い
て
、
同
憲
法
裁
判
所
は
、
Ｅ
Ｅ
Ｃ
が
ド
イ
ツ
憲
法
（
基
本
法
）
の
基
本
権
保
護
に
匹
敵
す
る
基
本

権
カ
タ
ロ
グ
を
持
ち
、そ
れ
に
照
ら
し
た
法
令
審
査
が
Ｅ
Ｃ
Ｊ
に
よ
っ
て
な
さ
れ
な
い
限
り
、自
ら
が
Ｅ
Ｃ
法
を
審
査
す
る
と
述
べ
て
い
（
１５
）
る
。

こ
の
判
断
は
、
ド
イ
ツ
国
内
で
も
厳
し
く
批
判
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
特
に
、
判
決
が
下
さ
れ
た
当
時
、
Ｅ
Ｃ
Ｊ
に
よ
る
基
本
権
保

護
は
す
で
に
発
展
し
て
お
り
、
憲
法
裁
判
所
が
求
め
る
要
件
は
満
た
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
（
１６
）
る
。
ま
た
、
国
内
裁
判
所
が
国

内
法
に
照
ら
し
Ｅ
Ｕ
法
を
審
査
す
る
こ
と
も
批
判
さ
れ
た
。
し
か
し
、
当
時
、
Ｅ
Ｕ
は
ま
だ
基
本
権
カ
タ
ロ
グ
を
具
備
し
て
お
ら
ず
、
そ

の
点
に
関
す
る
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
要
請
は
ま
だ
満
た
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
ま
た
、
判
決
に
お
い
て
、
同
裁
判
所
は
、
Ｅ
Ｕ
法

の
審
査
は
Ｅ
Ｃ
Ｊ
の
役
割
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
お
（
１７
）
り
、
自
ら
の
管
轄
権
の
逸
脱
（
つ
ま
り
、
国
内
裁
判
所
が
国
内
法
に
照
ら
し
、
Ｅ

Ｕ
法
を
審
査
す
る
こ
と
）、
ま
た
、
Ｅ
Ｕ
法
の
審
査
基
準
を
国
内
憲
法
に
求
め
る
と
い
っ
た
点
は
、
単
な
る
理
論
的
仮
説
に
過
ぎ
な
い
と

解
す
べ
き
で
あ
る
。

前
述
し
た
よ
う
に
、
Ｅ
Ｕ
法
に
明
文
の
規
定
が
な
か
っ
た
た
め
、
Ｅ
Ｃ
Ｊ
は
基
本
権
保
護
を
法
の
一
般
原
則
と
し
て
扱
い
、
Ｅ
Ｕ
レ
ベ

ル
で
保
護
さ
れ
る
べ
き
個
々
の
権
利
を
明
確
に
し
て
き
た
。
つ
ま
り
、
基
本
権
保
護
は
司
法
立
法
に
あ
た
（
１８
）
る
。
ま
た
、
こ
の
法
の
一
般
原
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則
に
反
す
る
第
二
次
法
は
無
効
で
あ
る
こ
と
を
繰
り
返
し
述
べ
て
い
（
１９
）
る
。
も
っ
と
も
、
詳
し
く
は
後
述
す
る
が
、
そ
れ
は
単
な
る
空
言
に

過
ぎ
ず
、
Ｅ
Ｃ
Ｊ
は
基
本
権
保
護
を
真
剣
に
捉
え
て
い
な
い
と
批
判
さ
れ
て
い
（
２０
）
る
。
そ
の
結
果
、
第
二
次
法
が
無
効
と
宣
言
さ
れ
る
こ
と

は
極
め
て
稀
で
あ
る
（
後
述
第
二
章
参
照
）。
基
本
権
保
護
の
原
則
を
確
立
し
、
本
来
で
あ
れ
ば
「
Ｅ
Ｕ
基
本
権
の
擁
護
者
」（H

üter
der

U
nionsgrundrecht

（
２１
）

e

）
と
な
る
べ
き
Ｅ
Ｃ
Ｊ
が
重
要
な
職
務
の
遂
行
に
消
極
的
な
の
は
、
基
本
権
保
護
が
法
の
一
般
原
則
に
過
ぎ
な
い
た

め
と
捉
え
る
学
説
も
あ
る
（
２２
）
が
、
支
持
し
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
基
本
権
保
護
が
法
の
一
般
原
則
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
明
文
の
規
定
の
欠

缺
を
補
う
た
め
で
あ
（
２３
）
り
、
そ
れ
が
第
二
次
法
に
優
先
す
る
こ
と
は
Ｅ
Ｃ
Ｊ
の
判
例
法
で
も
明
確
に
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
Ｅ
Ｃ
Ｊ
が

基
本
権
保
護
に
消
極
的
な
理
由
に
つ
い
て
第
二
章
参
（
２４
）
照
）。

と
こ
ろ
で
、
Ｅ
Ｃ
Ｊ
は
、
法
の
一
般
原
則
と
し
て
保
護
さ
れ
る
べ
き
基
本
権
を
導
き
出
す
に
あ
た
り
、
加
盟
国
憲
法
に
共
通
の
伝
統（
ま

た
欧
州
人
権
条
約
）
を
参
照
し
て
い
る
が
、
す
べ
て
の
加
盟
国
で
保
障
さ
れ
て
い
る
必
要
は
な
い
と
さ
れ
て
い
（
２５
）
る
。
し
か
し
、
極
少
数
の

加
盟
国
で
し
か
保
障
さ
れ
て
い
な
い
基
本
権
が
法
の
一
般
原
則
と
し
て
、
Ｅ
Ｕ
レ
ベ
ル
で
保
護
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
を
保
障
し
て

い
な
い
加
盟
国
が
Ｅ
Ｕ
法
に
違
反
す
る
と
判
断
さ
れ
る
こ
と
に
な
れ
ば
問
題
で
あ
る
。
例
え
ば
、
近
時
、
Ｅ
Ｃ
Ｊ
は
、
高
齢
者
の
差
別
禁

止
は
法
の
一
般
原
則
に
あ
た
る
と
し
、
そ
れ
に
反
す
る
ド
イ
ツ
法
は
Ｅ
Ｕ
法
に
反
す
る
と
判
断
し
て
い
る
（
２６
）
が
、
高
齢
者
の
差
別
を
禁
止
し

て
い
る
の
は
二
ヶ
国
の
憲
法
に
過
ぎ
な
い
と
し
て
批
判
さ
れ
て
い
（
２７
）
る
。

二

欧
州
人
権
条
約
の
Ｅ
Ｕ
法
体
系
へ
の
取
り
込
み

法
の
一
般
原
則
と
し
て
保
護
さ
れ
る
べ
き
個
々
の
基
本
権
を
導
き
出
す
に
際
し
、
Ｅ
Ｃ
Ｊ
は
、
さ
ら
に
、
欧
州
人
権
条
約
を
参
照
し
て

い
る
（
２８
）
が
、
同
条
約
は
、
い
わ
ゆ
る
「
基
本
権
カ
タ
ロ
グ
」
を
有
し
て
い
る
た
め
、
保
護
さ
れ
る
べ
き
基
本
権
を
特
定
す
る
上
で
有
益
で
あ

る
ば
か
り
か
、
欧
州
人
権
裁
判
所
に
よ
っ
て
、
解
釈
・
適
用
上
の
問
題
が
解
決
さ
れ
る
と
い
っ
た
利
点
を
有
し
て
い
る
。
な
お
、
Ｅ
Ｕ
は
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欧
州
人
権
条
約
を
締
結
し
て
い
な
い
た
め
、
国�

際�

法�

上�

、
同
条
約
に
拘
束
さ
れ
な
い
。
そ
の
た
め
、
Ｅ
Ｃ
Ｊ
は
欧
州
人
権
裁
判
所
の
判
断

に
拘
束
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
同
判
断
は
、
Ｅ
Ｃ
Ｊ
に
と
っ
て
重
要
な
解
釈
基
準
と
な
っ
て
い
（
２９
）
る
。
両
裁
判
所
の
判
断
が
異
な
る
こ

と
は
ま
れ
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
場
合
で
あ
れ
、
Ｅ
Ｃ
Ｊ
は
人
権
裁
判
所
の
判
断
に
合
わ
せ
て
お
（
３０
）
り
、
両
裁
判
所
の
判
断
に
は
整
合
性

が
見
ら
れ
（
３１
）
る
。
他
方
、
Ｅ�

Ｕ�

法�

上�

（
つ
ま
り
、
Ｅ�

Ｕ�

基�

本�

権�

憲�

章�

第�

五�

二�

条�

第�

三�

項�

）、
Ｅ
Ｃ
Ｊ
は
人
権
裁
判
所
の
解
釈
に
適
合
さ
せ
る

こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
。

二
〇
一
二
年
一
月
現
在
、
Ｅ
Ｕ
は
欧
州
人
権
条
約
を
締
結
し
て
い
な
い
が
、
す
で
に
一
九
七
〇
年
代
末
よ
り
、
Ｅ
Ｃ
Ｊ
は
欧
州
人
権
条

約
を
広
義
の
Ｅ
Ｕ
法
と
位
置
づ
け
、
同
条
約
に
基
づ
く
権
利
保
護
を
、
Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
最
低
限
の
保
護
水
準
と
し
て
い
（
３２
）
る
。
こ
れ
は
全
て

の
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
が
同
条
約
を
締
結
し
、
同
条
約
の
遵
守
を
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。
つ
ま
り
、
自
ら
の
主
権
（
権
限
）
を
Ｅ

Ｕ
に
委
譲
す
る
に
際
し
、
加
盟
国
は
、
Ｅ
Ｕ
が
人
権
条
約
と
同
等
の
権
利
保
護
を
図
る
こ
と
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
た
だ
し
、

必
ず
し
も
同
一
で
あ
る
必
要
は
な
（
３３
）
い
）。

な
お
、
前
述
し
た
と
お
り
、
Ｅ
Ｕ
は
ま
だ
欧
州
人
権
条
約
を
締
結
し
て
い
な
い
た
め
、
Ｅ
Ｕ
は
直
接
的
に
同
条
約
に
拘
束
さ
れ
な
い
。

ま
た
、
Ｅ
Ｃ
Ｊ
は
同
条
約
を
法
の
一
般
原
則
を
導
く
た
め
に
参
照
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
た
め
、
第
二
次
法
が
人
権
条
約
に
違
反
す
る
こ

と
を
理
由
と
し
、
Ｅ
Ｕ
の
司
法
機
関
に
提
訴
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
（
３４
）
い
。

欧
州
人
権
条
約
は
実
効
性
の
高
い
国
際
法
で
あ
る
。
そ
の
要
因
と
し
て
、
同
条
約
は
、
締
約
国
に
よ
る
条
約
違
反
を
理
由
と
し
、
個
人

が
欧
州
人
権
裁
判
所
に
提
訴
す
る
こ
と
を
広�

く�

認
め
て
い
る
点
が
挙
げ
ら
れ
る
が
（
同
条
約
第
三
四
条
〜
第
三
五
条
参
（
３５
）
照
）、
Ｅ
Ｕ
に
よ

る
人
権
条
約
違
反
を
理
由
に
し
た
訴
え
は
認
め
ら
れ
な
い
。
こ
れ
は
、
Ｅ
Ｕ
が
人
権
条
約
を
締
結
し
て
い
な
い
た
め
で
あ
る
が
、
他
方
、

Ｅ
Ｕ
の
措
置
を
加
盟
国
の
措
置
と
し
て
捉
え
る
な
ら
ば
、
訴
え
が
許
さ
れ
る
。
実
際
に
、
欧
州
人
権
裁
判
所
は
、
国
内
法
を
通
し
、
Ｅ
Ｕ

法
を
間
接
的
に
審
査
し
て
い
（
３６
）
る
。
も
っ
と
も
、
Ｅ
Ｃ
Ｊ
は
欧
州
人
権
裁
判
所
の
判
断
（
人
権
条
約
の
解
釈
・
適
用
）
に
実
質
的
に
従
っ
て
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お
り
、
同
裁
判
所
に
よ
っ
て
欧
州
人
権
条
約
に
照
ら
し
た
Ｅ
Ｕ
法
の
審
査
（
加
盟
国
法
の
審
査
も
含
む
）
が
行
わ
れ
て
い
（
３７
）
る
。
な
お
、
二

〇
〇
五
年
、
欧
州
人
権
裁
判
所
は
Ｅ
Ｕ
の
基
本
権
保
護
水
準
は
欧
州
人
権
条
約
と
同�

等�

で
あ
る
と
捉
え
て
い
（
３８
）
る
。

と
こ
ろ
で
、
Ｅ
Ｕ
法
体
系
下
に
お
け
る
欧
州
人
権
条
約
の
効
力
を
強
化
し
、
Ｅ
Ｕ
の
基
本
権
保
護
を
改
善
す
る
た
め
、
Ｅ
Ｕ
自
身
も
同

条
約
制
度
に
加
盟
す
る
こ
と
が
か
ね
て
よ
り
検
討
さ
れ
て
い
る
（
３９
）
が
、
Ｅ
Ｕ
に
は
国
際
法
人
格
が
与
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
条
約
を

締
結
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
法
的
障
害
は
、
リ
ス
ボ
ン
条
約
に
基
づ
き
除
去
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
厳
密
に
は
、
Ｅ
Ｕ
は

条
約
の
締
結
が
義
務
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
（
新
Ｅ
Ｕ
条
約
第
六
条
第
二
項
お
よ
び
Ｅ
Ｕ
の
機
能
に
関
す
る
条
約
第
二
一
八
条
第

八
項
第
二
款
第
二
（
４０
）
文
）、
Ｅ
Ｕ
法
と
欧
州
人
権
条
約
、
ま
た
は
、
Ｅ
Ｕ
と
欧
州
評
議
会
と
の
制
度
上
の
相
違
点
が
障
害
と
な
っ
て
い
る
。

特
に
、
Ｅ
Ｕ
法
と
欧
州
人
権
条
約
の
優
先
順
位
（
な
お
、
同
条
約
は
締
約
国
の
憲
法
に
優
先
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
は
な
い
）、

欧
州
人
権
裁
判
所
判
決
の
Ｅ
Ｃ
Ｊ
に
対
す
る
効
力
（
な
お
、
欧
州
人
権
裁
判
所
の
判
決
は
締
約
国
を
拘
束
す
る
も
の
で
は
な
い
）、
ま
た
、

Ｅ
Ｕ
法
の
審
査
に
関
す
る
Ｅ
Ｃ
Ｊ
の
専
属
的
管
轄
権
と
の
整
合
性
に
つ
い
て
活
発
に
議
論
さ
れ
て
い
（
４１
）
る
。
Ｅ
Ｕ
に
よ
る
人
権
条
約
の
締
結

は
、
Ｅ
Ｕ
基
本
権
保
護
の
拡
充
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
ま
さ
に
そ
れ
ゆ
え
に
（
つ
ま
り
、
人
権
条
約
が
Ｅ
Ｕ
法
に
優
先
す
る
こ

と
や
、
人
権
裁
判
所
の
判
断
が
Ｅ
Ｃ
Ｊ
を
拘
束
す
る
こ
と
、
ま
た
は
、
Ｅ
Ｕ
の
機
能
に
関
す
る
条
約
第
三
四
四
条
に
基
づ
く
Ｅ
Ｕ
法
に
関

す
る
Ｅ
Ｃ
Ｊ
の
排
他
的
管
轄
権
の
制
（
４２
）
限
）、
締
結
が
阻
ま
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
本
末
転
倒
で
あ
る
。

三

成
文
法
の
整
備
と
Ｅ
Ｕ
基
本
権
憲
章
の
採
択

前
述
し
た
よ
う
に
、
Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
基
本
権
保
護
は
、
一
九
六
九
年
以
降
、
Ｅ
Ｃ
Ｊ
の
判
例
法
を
通
し
発
展
し
て
き
た
が
、
一
九
八
二

年
二
月
に
制
定
さ
れ
た
単
一
欧
州
議
定
書
の
前
文
で
は
、
国
内
憲
法
や
欧
州
人
権
条
約
が
保
障
す
る
基
本
権
を
尊
重
す
る
必
要
性
が
謳
わ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、
一
九
九
二
年
二
月
に
締
結
さ
れ
た
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
に
基
づ
き
、
第
一
次
法
の
本
編
内
に
初
め
て
名
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文
の
規
定
が
設
け
ら
れ
、
Ｅ
Ｕ
は
欧
州
人
権
条
約
が
保
障
す
る
基
本
権
や
加
盟
国
憲
法
の
伝
統
よ
り
導
か
れ
る
基
本
権
を
尊
重
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
が
明
確
に
定
め
ら
れ
た
（
当
時
の
Ｅ
Ｕ
条
約
第
Ｆ
条
第
二
項
、
現
Ｅ
Ｕ
条
約
第
六
条
第
三
項
参
照
）。
も
っ
と
も
、
保

護
さ
れ
る
べ
き
個
々
の
基
本
権
が
列
挙
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
た
め
、
基
本
権
の
保
障
範
囲（
や
そ
の
制
約
）は
明
確
に
さ
れ
な
か
っ
（
４３
）
た
。

ま
た
、
Ｅ
Ｃ
Ｊ
の
判
例
法
に
照
ら
し
、
保
護
さ
れ
る
べ
き
基
本
権
を
確
か
め
る
こ
と
は
一
般
市
民
に
と
っ
て
容
易
で
は
な
い
。
市
民
に
身

近
な
国
際
機
関
で
あ
る
こ
と
を
標
榜
す
る
Ｅ
Ｕ
が
自
ら
の
正
当
性
を
高
め
る
に
は
、
独
自
の
基
本
権
カ
タ
ロ
グ
を
設
け
る
べ
き
と
す
る
要

請
が
高
ま
（
４４
）
り
、
二
〇
〇
一
年
一
二
月
の
欧
州
理
事
会
に
お
い
て
、
Ｅ
Ｕ
基
本
憲
章
が
採
択
さ
れ
（
４５
）
た
。

な
お
、
そ
の
際
、
憲
章
は
Ｅ
Ｕ
基
本
諸
条
約
と
は
異
な
る
、
か
つ
、
法
的
拘
束
力
の
な
い
規
範
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
が
、
二
〇
〇
四

年
一
〇
月
に
締
結
さ
れ
た
欧
州
憲
法
条
約
は
、
同
条
約
内
の
重
要
な
位
置
に
憲
章
を
取
り
込
み
、
基
本
権
保
護
の
明
確
性
と
重
要
性
を
強

調
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
リ
ス
ボ
ン
条
約
に
基
づ
く
現
行
Ｅ
Ｕ
法
体
系
下
で
は
、
そ
の
他
の
第
一
次
法
よ
り
独
立
し
た
、
単
独
の
条
約
と

な
っ
て
い
る
（
４６
）
が
、
そ
の
他
の
第
一
次
法
と
同
等
の
価
値
を
持
つ
と
さ
れ
て
い
る
（
Ｅ
Ｕ
条
約
第
六
条
第
一
項
第
一
款
）。
な
お
、
本
来
、

基
本
権
憲
章
は
、
Ｅ
Ｕ
法
の
一
部
と
し
て
、
加
盟
国
法
に
優
先
す
べ
き
で
あ
る
が
、
両
者
は
対
等
で
あ
り
（
憲
章
第
五
三
条
）、
ま
た
、

憲
章
の
解
釈
は
国
内
憲
法
に
調
和
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
明
定
さ
れ
て
い
る
（
第
五
二
条
第
四
項
）。

上
述
し
た
よ
う
に
、
基
本
権
憲
章
は
第
一
次
法
の
中
に
統
合
す
る
の
で
は
な
く
、
独
自
の
条
約
と
し
て
発
効
さ
せ
る
こ
と
と
な
り
、
二

〇
〇
七
年
一
二
月
一
二
日
、
欧
州
議
会
のPöttering

議
長
、
欧
州
委
員
会
のB

arroso

委
員
長
、
当
時
の
Ｅ
Ｕ
理
事
会
議
長
国
ポ
ル
ト
ガ

ル
のSócrates

首
相
に
よ
っ
て
署
名
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
憲
章
に
は
法
的
拘
束
力
が
与
え
ら
れ
、
市
民
は
同
憲
章
で
保
障
さ
れ
て

い
る
基
本
権
の
侵
害
を
理
由
に
提
訴
し
う
る
よ
う
に
な
っ
た
。
な
お
、
憲
章
の
遵
守
義
務
が
課
さ
れ
て
い
る
の
は
、
も
っ
ぱ
ら
Ｅ
Ｕ
で
あ

り
、
加
盟
国
は
Ｅ
Ｕ
法
の
実
施
に
関
し
、
憲
章
に
拘
束
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
い
。
つ
ま
り
、
Ｅ
Ｕ
法
の
実
施
に
関
連
し
な
い
純
粋
な
国
内
案

件
に
関
し
、
加
盟
国
は
憲
章
違
反
の
責
任
を
問
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
（
憲
章
第
五
一
条
第
一
項
）。
ま
た
、
イ
ギ
リ
ス
と
ポ
ー
ラ
ン
ド
に
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対
し
憲
章
は
原
則
と
し
て
適
用
さ
れ
ず
、
Ｅ
Ｃ
Ｊ
は
両
国
の
憲
章
違
反
に
つ
い
て
審
査
し
え
な
い
旨
を
定
め
る
議
定
書
が
リ
ス
ボ
ン
条
約

の
締
結
に
際
し
設
け
ら
れ
た
。
さ
ら
に
、
二
〇
〇
九
年
一
〇
月
の
欧
州
理
事
会
で
は
、
チ
ェ
コ
に
対
し
て
も
適
用
を
排
除
す
る
方
針
が
決

定
さ
れ
（
４７
）
た
。

全
五
四
条
か
ら
な
る
Ｅ
Ｕ
基
本
権
憲
章
は
欧
州
人
権
条
約
に
大
き
く
依
拠
し
て
お
り
、
「
伝
統
的
な
」
基
本
権
は
共
通
し
て
い
る
が
、

憲
章
は
、
よ
り
明
確
に
定
め
（
第
八
条
）、
ま
た
、
「
現
代
的
な
」
要
請
に
応
じ
て
い
る
（
第
二
二
条
〜
第
二
六
条
）。
な
お
、
欧
州
人
権

条
約
と
は
異
な
り
、
憲
章
は
基
本
権
の
制
約
に
つ
い
て
独
立
し
た
規
定
（
第
五
二
条
第
一
項
〜
第
二
項
）
を
設
け
て
い
る
が
、
こ
れ
は
欧

州
人
権
裁
判
所
の
判
例
法
等
に
依
拠
し
て
い
（
４８
）
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
に
完
全
に
合
致
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
比
例
性
の
原
則
に
つ
い
て
、

憲
章
第
五
二
条
第
一
項
は
、
十
分
、
厳
密
に
定
め
て
い
な
（
４９
）
い
。
ま
た
、
同
原
則
は
Ｅ
Ｕ
条
約
（
リ
ス
ボ
ン
条
約
体
制
）
第
五
条
第
四
項
で

も
定
義
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
も
完
全
に
合
致
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
Ｅ
Ｃ
Ｊ
に
よ
る
比
例
性
の
原
則
の
適
用
は
、
か
ね
て
よ
り

厳
し
く
批
判
さ
れ
て
い
る
が
（
後
述
第
二
章
一
参
照
）、
前
述
し
た
理
由
に
基
づ
き
、
基
本
権
憲
章
は
そ
の
改
善
に
貢
献
し
え
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
Ｅ
Ｃ
Ｊ
は
基
本
権
保
護
を
法
の
一
般
原
則
と
し
て
確
立
し
て
い
る
も
の
の
、
実
際
に
保
護
す
る
こ
と
に
は
消
極
的
で
あ
る

（
第
二
章
一
参
照
）。
こ
れ
は
個
々
の
基
本
権
が
明
確
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
と
捉
え
る
見
解
が
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
保
障
範
囲
や

制
約
に
つ
い
て
、
全
て
の
加
盟
国
の
立
場
が
統
一
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
（
５０
）
い
。
Ｅ
Ｕ
基
本
権
憲
章
に
よ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
問
題
は
解

決
さ
れ
た
と
す
る
学
説
が
あ
る
（
５１
）
が
、
こ
の
よ
う
な
問
題
は
、
欧
州
人
権
条
約
を
広
義
の
Ｅ
Ｕ
法
と
す
る
こ
と
で
す
で
に
解
決
さ
れ
て
い
た

と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
Ｅ
Ｃ
Ｊ
に
よ
る
基
本
権
保
護
は
、
Ｅ
Ｕ
基
本
権
憲
章
が
採
択
さ
れ
る
前
の
段
階
で
、
す
で
に
改
善

さ
れ
て
い
（
５２
）
る
。
二
〇
〇
〇
年
代
に
入
り
、
Ｅ
Ｃ
Ｊ
が
欧
州
人
権
条
約
に
照
ら
し
第
二
次
法
を
審
査
す
る
ケ
ー
ス
が
増
え
、
そ
の
際
に
は
、

欧
州
人
権
裁
判
所
の
判
断
が
参
照
（
こ
れ
は
単
な
る
参
照
で
は
な
く
、
同
裁
判
所
の
解
釈
に
従
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
）
さ
れ
る
こ
と

も
少
な
く
な
（
５３
）
い
。
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た
だ
し
、
基
本
権
憲
章
が
独
自
の
法
源
と
な
っ
た
現
在
、
Ｅ
Ｕ
法
は
、
欧
州
人
権
条
約
で
は
な
く
、
Ｅ
Ｕ
基
本
権
憲
章
に
照
ら
し
審
査

さ
れ
る
（
ま
た
、
先
行
判
断
手
続
に
お
い
て
、
国
内
裁
判
所
は
欧
州
人
権
条
約
の
規
定
し
か
指
摘
し
て
い
な
く
と
も
、
Ｅ
Ｃ
Ｊ
は
、
Ｅ
Ｕ

基
本
権
憲
章
に
も
同
様
の
規
定
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
な
い
か
調
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
解
さ
れ
（
５４
）
る
）。
も
っ
と
も
、
基
本
権
憲
章
の

解
釈
・
適
用
に
際
し
て
は
、
欧
州
人
権
条
約
（
厳
密
に
は
、
人
権
裁
判
所
の
解
釈
）
が
参
照
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
同
憲
章
第
五
二

条
第
三
項
お
よ
び
第
五
三
条
な
ら
び
に
Ｅ
Ｕ
条
約
第
六
条
第
三
項
参
（
５５
）
照
）。
例
え
ば
、
先
行
判
断
手
続
に
お
い
て
、
国
内
裁
判
所
は
欧
州

人
権
条
約
第
八
条
を
指
摘
し
て
い
る
の
に
対
し
、
Ｅ
Ｃ
Ｊ
は
Ｅ
Ｕ
基
本
権
憲
章
第
七
条
お
よ
び
第
八
条
に
照
ら
（
５６
）
し
、
ま
た
、
欧
州
人
権
裁

判
所
の
判
断
を
参
照
し
（
厳
密
に
は
、
人
権
裁
判
所
の
判
断
に
従
（
５７
）
い
）、
第
二
次
法
を
審
査
し
て
い
る
。

現
在
、
基
本
権
保
護
は
、
基
本
諸
条
約
の
複
数
の
規
定
で
定
め
ら
れ
て
い
（
５８
）
る
。
ま
た
、
Ｅ
Ｕ
は
独
自
の
基
本
権
カ
タ
ロ
グ
を
有
し
、
か

つ
、
自
ら
の
基
本
権
侵
害
か
ら
個
人
を
保
護
す
る
制
（
５９
）
度
を
備
え
た
唯
一
の
国
際
機
関
に
発
展
し
（
６０
）
た
。
こ
れ
は
、
独
立
国
家
で
あ
る
加
盟
国

で
さ
え
、
基
本
権
カ
タ
ロ
グ
を
整
備
し
て
い
な
い
例
が
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
特
筆
に
値
す
（
６１
）
る
。
ま
た
、
従
来
の
Ｅ
Ｃ
Ｊ
判
決
で
挙
げ

ら
れ
て
い
た
の
は
、
お
し
な
べ
て
経
済
的
基
本
権
で
あ
っ
た
が
、
Ｅ
Ｕ
基
本
権
憲
章
が
定
め
る
基
本
権
は
こ
れ
に
限
定
さ
れ
な
（
６２
）
い
。
さ
ら

に
進
歩
的
な
基
本
権
政
策
の
導
入
を
説
く
学
説
も
あ
る
（
６３
）
が
、
Ｅ
Ｕ
は
与
え
ら
れ
た
権
限
し
か
行
使
し
え
な
い
点
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。

こ
の
点
に
関
し
、
基
本
権
憲
章
は
、
Ｅ
Ｕ
に
新
た
な
権
限
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
旨
を
明
定
し
て
い
る
た
め
（
第
五
一
条
第
二
項
）、

同
憲
章
を
根
拠
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

四

基
本
権
保
護
の
逆
転

か
つ
て
は
、
Ｅ
Ｕ
法
が
国
内
法
上
の
基
本
権
保
護
水
準
に
達
し
て
い
な
い
こ
と
が
問
題
に
な
っ
て
い
た
が
、
現
在
で
は
逆
の
現
象
も
注

目
さ
れ
て
い
る
。
特
に
、
差
別
禁
止
の
原
則
ま
た
は
社
会
権
に
関
し
て
は
、
Ｅ
Ｕ
法
の
方
が
保
護
に
厚
く
、
ド
イ
ツ
で
は
、
高
齢
者
や
同
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性
愛
者
に
対
す
る
国
内
法
上
の
処
遇
が
Ｅ
Ｕ
法
違
反
と
し
て
問
題
に
な
っ
て
い
る（「
基
本
権
保
護
の
逆
（
６４
）
転
」）。
特
に
、
年
齢
に
基
づ
く
差

別
に
関
し
、
Ｅ
Ｃ
Ｊ
は
、
Ｅ
Ｕ
法
の
趣
旨
・
目
的
を
超
え
て
、
保
護
を
与
え
て
い
る
と
厳
し
く
批
判
さ
れ
、
ド
イ
ツ
で
は
大
論
争
に
発
展

し
て
い
る
（
６５
）
が
、
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
Ｅ
Ｃ
Ｊ
の
権
限
踰
越
（
Ｅ
Ｕ
法
に
反
し
た
、
過
度
の
権
利
保
護
）
を
否
定
し
て
い
（
６６
）
る
。
Ｅ
Ｕ

法
と
国
内
法
が
抵
触
す
る
場
合
に
は
、
前
者
が
優
先
す
る
が
、
Ｅ
Ｕ
法
は
加
盟
国
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
る
。
特
に
、
差
別
の
撲
滅
や
社
会

権
の
実
現
に
必
要
な
措
置
は
、
加
盟
国
の
全
会
一
致
に
て
採
択
さ
れ
る
（
Ｅ
Ｕ
の
機
能
に
関
す
る
条
約
第
一
九
条
第
一
項
参
照
）。
そ
の

よ
う
な
第
二
次
法
を
制
定
す
る
に
あ
た
り
、
加
盟
国
は
国
内
法
に
上
回
る
権
利
を
創
設
し
て
い
る
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
（
６７
）
る
。

な
お
、
Ｅ
Ｃ
Ｊ
は
基
本
的
自
由
を
よ
り
厚
く
保
障
し
て
お
り
、
国
内
法
に
よ
る
制
約
が
Ｅ
Ｕ
法
違
反
と
さ
れ
た
ケ
ー
ス
は
少
な
く
な
（
６８
）
い
。

こ
の
意
味
に
お
け
る
権
利
保
護
の
「
逆
転
」
現
象
は
何
も
新
し
い
こ
と
で
は
な
い
。

第
二
章

Ｅ
Ｃ
Ｊ
の
基
本
権
審
査
に
対
す
る
評
価

前
章
で
説
明
し
た
よ
う
に
、
Ｅ
Ｕ
の
基
本
権
保
護
は
Ｅ
Ｃ
Ｊ
の
判
例
法
を
通
し
発
展
し
て
き
た
が
、
そ
の
評
価
は
一
様
で
は
な
い
。
か

ね
て
よ
り
批
判
的
な
論
評
が
圧
倒
的
に
多
い
が
、
二
〇
〇
〇
年
代
に
入
る
と
、
欧
州
人
権
条
約
の
影
響
が
強
ま
り
（
さ
ら
に
、
Ｅ
Ｕ
基
本

権
憲
章
も
採
択
さ
れ
て
い
る
）、
も
は
や
Ｅ
Ｃ
Ｊ
の
基
本
権
保
護
を
批
判
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
の
見
方
も
あ
（
６９
）
る
。
以
下
で
は
、
二
一

世
紀
に
入
る
前
と
後
で
期
間
を
区
切
り
、
Ｅ
Ｃ
Ｊ
の
実
務
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
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一

一
九
六
〇
年
代
〜
一
九
九
〇
年
代

ａ

ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
よ
る
評
価

Ｅ
Ｃ
Ｊ
は
一
九
六
二
年
に
初
め
て
基
本
権
保
護
の
必
要
性
を
明
瞭
に
認
め
て
以
降
、
独
自
の
基
本
権
理
論
を
発
展
さ
せ
て
き
（
７０
）
た
。
そ
の

判
例
法
は
多
く
の
研
究
者
に
よ
っ
て
分
析
さ
れ
て
い
る
が
、
特
に
、
国
内
憲
法
が
保
障
す
る
基
本
権
は
Ｅ
Ｕ
レ
ベ
ル
で
も
保
障
さ
れ
て
い

る
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
考
察
が
な
さ
れ
て
い
（
７１
）
る
。
こ
の
問
題
は
、
国
内
法
上
の
基
本
権
を
擁
護
す
る
立
場
に
あ
る
国
内
裁
判
所
に
と
っ

て
も
重
要
で
あ
る
た
め
、
国
内
裁
判
所
も
Ｅ
Ｃ
Ｊ
の
実
務
を
検
証
し
て
い
る
（
７２
）
が
、
中
で
も
、
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
注
目
す
べ
き
判

断
を
下
し
て
い
る
。
ま
ず
、
一
九
七
二
年
、
同
裁
判
所
は
、
Ｅ
Ｅ
Ｃ
が
ド
イ
ツ
憲
法
（
基
本
法
）
の
基
本
権
保
護
に
匹
敵
す
る
基
本
権
カ

タ
ロ
グ
を
持
ち
、
そ
れ
に
照
ら
し
た
法
令
審
査
が
Ｅ
Ｃ
Ｊ
に
よ
っ
て
な
さ
れ
な
い
限
り
、
自
ら
が
Ｅ
Ｃ
法
を
審
査
す
る
と
述
べ
て
い
る
が

（
な
お
、
同
裁
判
所
は
Ｅ
Ｃ
Ｊ
の
判
決
を
審
査
す
る
と
は
述
べ
て
い
な
（
７３
）
い
）、
一
九
八
七
年
に
は
、
Ｅ
Ｕ
の
基
本
権
保
護
は
ド
イ
ツ
憲
法

の
そ
れ
と
本
質
的
に
同
等
で
あ
る
と
判
断
し
て
い
る
。
同
時
に
、
ド
イ
ツ
憲
法
と
本
質
的
に
同
等
な
基
本
権
保
護
が
Ｅ
Ｃ
Ｊ
に
よ
っ
て
な

さ
れ
る
限
り
、
自
ら
が
国
内
憲
法
に
照
ら
し
審
査（
た
だ
し
、
審
査
の
対
象
は
Ｅ
Ｕ
法
で
は
な
く
、
そ
の
実
施
に
か
か
る
国
内
法
で
あ
る
）

す
る
こ
と
を
控
え
る
と
し
て
い
（
７４
）
る
。
な
お
、
こ
の
よ
う
な
「
自
ら
の
審
査
の
留
保
」
は
い
ま
だ
撤
回
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
一
九

九
三
年
に
下
さ
れ
た
判
決
で
は
、
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
Ｅ
Ｃ
Ｊ
と
協
力
し
て
基
本
権
を
保
護
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
（
７５
）
る
。
た
だ

し
、
自
ら
の
審
査
は
、
む
し
ろ
例
外
的
で
あ
り
、
Ｅ
Ｕ
法
ま
た
は
Ｅ
Ｃ
Ｊ
に
よ
っ
て
、
ド
イ
ツ
基
本
法
上
の
基
本
権
保
護
と
同
等
の
権
利

保
護
が
な
さ
れ
て
い
る
限
り
、
自
ら
は
審
査
せ
ず
、
ま
た
、
Ｅ
Ｕ
第
二
次
法
に
よ
る
基
本
権
侵
害
を
理
由
に
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
に

提
訴
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
し
て
い
（
７６
）
る
。

確
か
に
、
両
裁
判
所
の
基
本
権
審
査
は
完
全
に
同
じ
で
は
な
く
、
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
理
論
お
よ
び
実
務
の
方
が
よ
り
高
度
に

発
展
し
て
い
る
が
、
実
際
の
基
本
権
保
護
に
関
し
、
両
裁
判
所
の
判
断
は
本
質
的
に
異
な
ら
な
い
と
解
さ
れ
（
７７
）
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
基
本
権
保
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護
を
理
由
と
す
る
憲
法
裁
判
所
の
介
入
は
、
単
な
る
理
論
的
な
仮
説
に
過
ぎ
な
い
と
解
さ
れ
（
７８
）
る
。
な
お
、
現
在
、
同
裁
判
所
は
、
基
本
権

保
護
で
は
な
く
、
Ｅ
Ｕ
の
権
限
踰
越
、
国
内
議
会
の
権
限
、
ま
た
、
ド
イ
ツ
憲
法
の
独
自
性
の
維
持
の
観
点
か
ら
Ｅ
Ｕ
法
を
審
査
し
て
お

り
、
Ｅ
Ｕ
法
と
国
内
法
の
関
係
は
多
極
化
し
て
い
る
と
言
え
る
。

ｂ

学
説
お
よ
び
私
見

学
説
は
こ
の
よ
う
な
司
法
判
断
に
同
調
せ
ず
、
Ｅ
Ｃ
Ｊ
の
基
本
権
保
護
は
不
十
分
で
あ
る
と
す
る
見
解
が
根
強
い
。
特
に
、
ド
イ
ツ
語

文
献
で
（
７９
）
は
、
①
Ｅ
Ｃ
Ｊ
の
判
例
法
上
、
基
本
権
の
制
約
が
大
幅
に
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
（
つ
ま
り
、
一
般
の
利
益
に
貢
献
し
う
る
Ｅ
Ｕ

の
目
的
に
よ
っ
て
基
本
権
は
制
約
さ
れ
る
）、
ま
た
、
②
基
本
権
の
制
約
に
対
す
る
制
約
（Schranken-Schranke

（
８０
）

n

）
や
比
例
性
の
原
則

が
十
分
に
機
能
し
て
い
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
（
８１
）
る
。
そ
の
結
果
、
Ｅ
Ｃ
Ｊ
が
基
本
権
侵
害
を
確
認
し
た
ケ
ー
ス
は
少
数
に
止
ま
っ
て

い
る
が
、
私
見
も
同
様
に
考
え
（
８２
）
る
。

特
に
批
判
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
Ｅ
Ｃ
Ｊ
が
Ｅ
Ｕ
の
目
的
実
現
な
い
し
第
二
次
法
の
実
効
性
を
重
ん
じ
、
基
本
権
の
制
約
を

大
幅
に
容
認
し
て
い
る
点
で
あ
る
が
、
Ｅ
Ｃ
Ｊ
自
身
も
明
ら
か
に
し
て
い
る
よ
う
に
、
基
本
権
を
制
約
す
る
措
置
は
比
例
性
の
原
則
に
合

致
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
同
裁
判
所
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

T
he
C
ourt
has
consistently

held
that
the
principle

of
proportionality

is
one
of
the
general

principles
of
C
om
m
unity

law
.

B
y
virtue

of
that
principle,

m
easures

im
posing

financial
charges

on
econom

ic
operators

are
law
ful
provided

that
the

m
easures

are
appropriate

and
necessary

for
m
eeting

the
objectives

legitim
ately

pursued
by
the
legislation

in
question.

O
f

course,
w
hen
there

is
a
choice

betw
een
several

appropriate
m
easures,

the
least

onerous
m
easure

m
ust
be
used

and
the
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charges

im
posed

m
ust
not
be
disproportionate

to
the
aim
s
pursue

（
８３
）

d.

こ
れ
は
、
ド
イ
ツ
法
上
の
比
例
性
の
原
則
に
合
致
す
る
が
、
Ｅ
Ｃ
Ｊ
は
常
に
こ
の
よ
う
に
詳
細
に
説
明
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
ま

た
、
実
際
に
、
そ
の
よ
う
に
厳
密
に
審
査
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
Ｅ
Ｃ
Ｊ
は
「
適
切
性
」（G

eeignetheit

）
と
「
必
要

性
」（E

rforderlichkeit

）
の
要
件
の
み
を
適
用
し
て
お
り
、
「
相
応
性
」（A

ngem
essenheit

）
に
つ
い
て
は
審
査
し
て
い
な
い
こ
と
を
批

判
す
る
見
解
も
あ
る
が（「
相
応
性
」
と
「
必
要
性
」
が
混
合
し
て
い
る
と
い
う
批
判
も
あ
（
８４
）
る
）、
む
し
ろ
、
「
必
要
性
」
の
テ
ス
ト
の
不

備
の
方
が
問
題
で
あ
（
８５
）
る
。
こ
の
要
件
に
つ
い
て
、
Ｅ
Ｕ
基
本
権
憲
章
第
五
二
条
第
一
項
第
二
（
８６
）
文
は
厳
密
に
定
め
て
お
ら
ず
、
Ｅ
Ｃ
Ｊ
の
判

例
法
に
依
拠
し
て
い
る
。
ま
た
、
前
述
し
た
近
時
の
学
説
が
指
摘
す
る
「
相
応
性
」
の
要
件
に
つ
い
て
、
同
規
定
は
全
く
触
れ
て
い
な
い
。

そ
の
結
果
、
過
度
の
基
本
権
の
制
約
が
許
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
問
題
で
あ
る
。

一
九
九
〇
年
代
、
Ｅ
Ｃ
Ｊ
の
基
本
権
審
査
は
特
に
厳
し
く
批
判
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
顕
著
な
例
と
し
て
、
バ
ナ
ナ
市
場
規
則
の
有
効

性
に
関
す
る
Ｅ
Ｃ
Ｊ
判
決
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
（
８７
）
る
。
こ
の
ケ
ー
ス
で
は
、
Ｅ
Ｕ
の
規
則
に
よ
っ
て
バ
ナ
ナ
の
輸
入
・
取
引
量
を
大
幅
に

制
限
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
業
者
が
自
ら
の
権
利
保
護
を
求
め
、
Ｅ
Ｃ
Ｊ
（
厳
密
に
は
当
時
の
第
一
審
裁
判
所
）
に
訴
え
る
こ
と
が
許
さ

れ
な
か
っ
た
と
い
う
Ｅ
Ｕ
司
法
救
済
制
度
上
の
欠
陥
も
浮
き
彫
り
に
な
っ
た
（
８８
）
が
、
同
人
に
代
わ
り
Ｅ
Ｃ
Ｊ
に
提
訴
し
た
ド
イ
ツ
政
府
の
訴

訟
活
動
は
業
者
の
権
利
を
擁
護
す
る
に
は
不
十
分
で
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
、
そ
れ
ゆ
え
、
Ｅ
Ｃ
Ｊ
も
表
面
的
に
し
か
審
査
し
て
い
な
か
っ

た
こ
と
が
批
判
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
同
裁
判
所
が
Ｅ
Ｕ
の
立
法
機
関
の
裁
量
権
を
尊
重
し
、
司
法
統
制
に
非
常
に
消
極
的
で
あ
っ
た
こ
と

や
、
個
人
の
権
利
保
護
よ
り
も
Ｅ
Ｕ
の
目
的
実
現
を
優
先
し
て
い
る
点
は
批
判
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
（
８９
）
る
。

こ
れ
に
対
し
、
将
来
も
自
由
に
バ
ナ
ナ
を
輸
入
・
取
引
で
き
る
と
い
う
業
者
の
期
待
や
マ
ー
ケ
ッ
ト
シ
ェ
ア
は
基
本
権
に
よ
っ
て
保
護

さ
れ
な
い
と
い
う
結
論
は
正
当
で
あ
り
、
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
も
同
じ
よ
う
に
判
断
し
て
い
た
と
解
さ
れ
る
と
い
う
見
解
が
主
張
さ
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れ
て
い
（
９０
）
る
。
し
か
し
、
市
場
参
加
者
の
単
な
る
期
待
や
マ
ー
ケ
ッ
ト
シ
ェ
ア
以
外
に
も
検
討
す
べ
き
点
が
あ
り
、
特
に
、
職
業
遂
行
の
自

由
の
侵
害
や
、
倒
産
に
追
い
込
ま
れ
る
業
者
の
権
利
保
護
に
つ
い
て
、
詳
細
に
取
り
扱
う
べ
き
で
あ
っ
た
と
解
さ
れ
（
９１
）
る
。
ま
た
、
比
例
性

の
原
則
の
適
用
が
不
十
分
で
あ
っ
た
た
め
、
過
度
の
基
本
権
の
制
約
が
容
認
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
点
も
批
判
し
う
る
。

な
お
、
Ｅ
Ｃ
Ｊ
が
基
本
権
保
護
に
積
極
的
な
分
野
も
あ
る
。
そ
の
例
と
し
て
、
競
争
（
９２
）
法
、
関
税
（
９３
）
法
、
Ｅ
Ｕ
公
務
員
（
９４
）
法
を
挙
げ
る
こ
と
が

で
き
る
（
９５
）
が
、
こ
れ
ら
の
分
野
で
は
、
あ
る
特
定
の
者
に
対
し
て
、
第
二
次
法
が
制
定
さ
れ
て
お
り
、
一
般
的
効
力
を
持
つ
Ｅ
Ｕ
法
の
実
効

性
な
い
し
Ｅ
Ｕ
の
利
益
を
尊
重
す
る
と
い
っ
た
要
請
は
小
さ
い
（
後
述
第
三
章
参
照
）。

二

二
〇
〇
〇
年
以
降

と
こ
ろ
で
、
二
〇
〇
〇
年
代
に
入
る
と
、
基
本
権
侵
害
を
理
由
に
第
二
次
法
の
無
効
（
な
い
し
不
適
用
）
が
宣
言
さ
れ
る
ケ
ー
ス
が
増

加
し
て
お
り
、
Ｅ
Ｃ
Ｊ
の
基
本
権
審
査
を
批
判
す
る
こ
と
は
、
も
は
や
適
切
で
は
な
い
と
捉
え
る
見
解
が
あ
（
９６
）
る
。
そ
の
要
因
と
し
て
、
ま

ず
、
同
裁
判
所
が
欧
州
人
権
条
約
に
照
ら
し
、
第
二
次
法
を
以
前
よ
り
詳
し
く
審
査
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
そ
の
際
に
は
、
欧
州
人
権

裁
判
所
の
判
断
に
従
い
な
が
ら
、
基
本
権
の
侵
害
に
つ
い
て
審
査
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
（
９７
）
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
特
に
、
二
〇
一
〇
年
一
一
月
に
下
さ
れ
たV

olker
und
M
arkus

Schecke
and
E
ifert

判
決
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

同
判
決
に
お
い
て
、
Ｅ
Ｃ
Ｊ
は
、
Ｅ
Ｕ
の
農
業
基
金
よ
り
補
助
金
を
受
け
る
農
家
（
自
然
人
）
の
個
人
情
報
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
公

開
す
る
こ
と
に
つ
い
て
定
め
る
規
則
第
一
二
九
〇
／
二
〇
〇
五
号
は
、
同
人
ら
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
を
侵
害
す
る
た
め
無
効
（invalid

）

と
判
断
し
て
い
る
（
９８
）
が
、従
来
の
判
決
に
比
べ
、基
本
権
の
保
障
範
（
９９
）
囲
、個
人
情
報
の
公
開
に
よ
る
基
本
権
の
侵
（
１００
）
害
お
よ
び
そ
の
正
当
化
事
（
１０１
）
由

に
つ
い
て
、
基
本
権
憲
章
（
第
七
条
お
よ
び
第
八
条
第
一
項
）、
欧
州
人
権
条
約
（
第
八
条
）
お
よ
び
欧
州
人
権
裁
判
所
の
判
例
法
を
参

照
し
な
が
ら
、
詳
細
に
検
討
し
て
い
る
。
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な
お
、
Ｅ
Ｃ
Ｊ
に
先
行
判
断
を
求
め
た
国
内
裁
判
所
は
、
第
二
次
法
に
よ
っ
て
欧
州
人
権
条
約
第
八
条
が
保
障
す
る
個
人
情
報
の
保
護

に
関
す
る
基
本
権
が
侵
害
さ
れ
る
と
考
え
て
い
る
（
１０２
）
が
、
Ｅ
Ｃ
Ｊ
は
、
同
規
定
で
は
な
く
、
Ｅ
Ｕ
基
本
権
憲
章
第
七
条
お
よ
び
第
八
条
に
照

ら
し
、
第
二
次
法
を
審
査
し
て
い
（
１０３
）
る
。
こ
れ
は
、
同
憲
章
が
拘
束
力
の
あ
る
第
一
次
法
と
な
っ
て
い
る
た
め
で
あ
る
が
（
Ｅ
Ｕ
条
約
第
六

条
第
一
項
）、
両
規
定
の
適
用
に
際
し
て
は
、
欧
州
人
権
条
約
第
八
条
や
人
権
裁
判
所
の
判
断
を
参
照
し
て
い
る
（
憲
章
第
五
二
条
第
三

項
お
よ
び
第
五
三
条
）。

ま
た
、
同
判
決
で
は
、
比
例
性
の
原
則
の
適
用
が
強
化
さ
れ
、
「
相
応
性
」
の
要
件
が
厳
密
に
審
査
さ
れ
て
い
（
１０４
）
る
。
つ
ま
り
、
Ｅ
Ｕ
第

二
次
法
に
よ
っ
て
基
本
権
憲
章
第
七
条
お
よ
び
第
八
条
が
保
障
す
る
権
利
が
制
約
さ
れ
る
場
合
は
、
達
成
す
べ
き
目
標
に
照
ら
し
、
そ
の

制
約
は
相
応
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
要
件
を
厳
密
に
適
用
（
１０５
）
し
、
第
二
次
法
に
よ
る
制
約
は
こ
の
要
件
を
満
た
し
て
い
な
い
た
め
無

効
で
あ
る
（invalid

）
と
Ｅ
Ｃ
Ｊ
は
述
べ
て
い
（
１０６
）
る
。

さ
ら
に
、
Ｅ
Ｃ
Ｊ
は
立
法
機
関
の
見
解
（
裁
判
手
続
に
お
け
る
反
論
）
を
詳
細
に
検
討
し
、
Ｅ
Ｕ
の
目
標
を
達
成
す
る
手
段
と
し
て
、

よ
り
基
本
権
の
制
約
が
緩
や
か
な
方
法
が
な
い
か
、
ま
た
は
、
必
要
以
上
に
基
本
権
を
制
約
し
て
い
な
い
か
ど
う
か
を
審
査
し
て
い
（
１０７
）
る
。

そ
の
結
果
、
Ｅ
Ｃ
Ｊ
は
基
本
権
の
過
度
の
制
約
を
認
定
し
（
１０８
）
た
。
立
法
機
関
に
広
範
な
裁
量
権
を
与
え
、
そ
の
判
断
（
Ｅ
Ｕ
の
利
益
と
個
人

の
権
利
保
護
の
比
較
衡
量
）
を
見
直
す
こ
と
は
、
ほ
ぼ
皆
無
で
あ
っ
た
従
来
の
司
法
実
務
に
比
べ
る
（
１０９
）
と
、
個
人
の
権
利
保
護
に
か
な
り
厚

く
な
っ
て
い
（
１１０
）
る
。

な
お
、
現
在
、
比
例
性
の
原
則
は
、
基
本
権
憲
章
第
五
二
条
第
一
項
で
定
め
ら
れ
て
い
る
が
、
同
項
は
「
適
切
性
」
の
要
件
を
除
け
ば
、

比
例
性
の
原
則
の
内
容
に
つ
い
て
明
確
に
定
め
て
い
な
い
。
し
か
し
、
判
決
文
に
お
い
て
、
Ｅ
Ｃ
Ｊ
は
、
ま
ず
、
欧
州
人
権
裁
判
所
の
判

例
を
参
照
し
な
が
ら
、
「
相
応
性
」
に
つ
い
て
検
討
す
る
必
要
性
を
指
摘
し
て
い
（
１１１
）
る
。

ま
た
、
自
ら
の
判
例
法
上
、
①
比
例
性
の
原
則
は
「
適
切
性
」
と
「
必
要
性
」（
過
度
の
制
約
の
禁
止
）
か
ら
な
る
こ
と
が
確
立
し
て
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い
る
と
述
べ
て
い
（
１１２
）
る
。
さ
ら
に
、
②
権
利
を
制
約
す
る
措
置
の
必
要
性
を
正
当
化
す
る
に
は
、
同
措
置
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
Ｅ
Ｕ
の
利

益
と
（
権
利
行
使
を
制
約
さ
れ
る
）
個
人
の
不
利
益
が
適
切
に
調
整
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
や
、
個
人
情
報
に
関
す
る
権
利

の
制
約
は
絶
対
的
に
必
要
な
も
の
に
限
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
（
１１３
）
が
、
基
本
権
憲
章
第
五
二
条
第
一
項
は
、
こ

の
点
に
つ
い
て
定
め
て
い
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
ケ
ー
ス
で
は
、
農
業
政
策
の
分
野
に
お
け
る
透
明
性
の
向
上
と
い
う
Ｅ
Ｕ
の
利
益
よ
り
も
、
個
人
の
権
利
保
護
の
方

が
重
視
さ
れ
て
い
る
点
（
１１４
）
で
、
従
来
の
判
例
と
大
き
く
異
な
っ
て
い
（
１１５
）
る
。
た
だ
し
、
権
利
保
護
よ
り
も
優
先
さ
れ
て
き
た
Ｅ
Ｕ
の
利
益
と
は
、

域
内
市
場
の
設
立
な
い
し
市
場
規
則
の
導
入
で
あ
り
、
透
明
性
の
向
上
は
、
そ
の
よ
う
な
重
要
性
を
有
し
て
い
な
い
と
解
さ
れ
る
。

そ
の
他
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
も
、
Ｅ
Ｃ
Ｊ
は
、
こ
れ
ま
で
よ
り
詳
細
に
第
二
次
法
を
審
査
し
、
基
本
権
侵
害
を
理
由
に
無
効
と
宣
言
し

て
い
る
。
確
か
に
、
欧
州
人
権
条
約
制
度
の
影
響
を
軽
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
近
年
、
Ｅ
Ｃ
Ｊ
の
法
令
審
査
が
強
化
さ
れ
て
い
る

要
因
と
し
て
、
基
本
権
保
護
の
要
請
が
非
常
に
強
い
分
野
で
第
二
次
法
が
制
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
ま
た
、
Ｅ
Ｕ
に
よ
る
規
制
が
強
化

さ
れ
て
い
る
点
を
見
過
ご
し
て
は
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
度
重
な
る
基
本
諸
条
約
の
改
正
に
基
づ
き
Ｅ
Ｕ
の
管
轄
権
が
拡
大
し
、
い
わ
ゆ

る
「
基
本
権
に
敏
感
な
」
政
策
分
野
で
も
第
二
次
法
が
制
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に
伴
い
、
基
本
権
保
護
の
重
要
性
が
強
ま
っ
て

い
る
。
特
に
、
「
自
由
、
安
全
お
よ
び
正
義
の
空
（
１１６
）
間
」
や
国
際
テ
ロ
対
策
の
分
野
の
措
置
（
例
え
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
逮
捕
令
（
１１７
）
状
、
個
人
情

報
の
保
（
１１８
）
存
、
国
際
テ
ロ
容
疑
者
の
銀
行
口
座
凍
（
１１９
）
結
）
に
関
し
、
基
本
権
保
護
の
要
請
が
強
（
１２０
）
い
。
ま
た
、
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
も
刑
事

分
野
に
お
け
る
Ｅ
Ｕ
の
立
法
行
為
に
関
し
、
基
本
権
保
護
の
要
請
を
喚
起
し
て
い
（
１２１
）
る
。
な
お
、
個
人
の
刑
罰
が
争
点
に
な
る
と
き
、
Ｅ
Ｃ

Ｊ
の
先
行
判
断
手
続
は
迅
速
に
進
め
ら
れ
る
べ
き
旨
を
定
め
る
規
定
が
、
リ
ス
ボ
ン
条
約
に
基
づ
き
設
け
ら
れ
た
（
Ｅ
Ｕ
の
機
能
に
関
す

る
条
約
第
二
七
六
条
第
四
項
）。

近
時
、
第
二
次
法
が
基
本
権
侵
害
を
理
由
に
無
効
と
宣
言
さ
れ
る
ケ
ー
ス
が
増
え
て
い
る
そ
の
他
の
理
由
と
し
て
、
Ｅ
Ｕ
に
よ
る
規
制
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が
強
化
さ
れ
る
傾
向
に
あ
り
（
例
え
ば
、
タ
バ
コ
広
告
の
禁
止
、
タ
バ
コ
製
品
パ
ッ
ケ
ー
ジ
の
厳
格
な
規
（
１２２
）
制
、
ロ
ー
ミ
ン
グ
費
用
の
上
限

の
設
（
１２３
）
定
）、
そ
れ
に
伴
い
、
基
本
権
侵
害
や
Ｅ
Ｕ
法
の
比
例
性
が
争
点
に
な
る
ケ
ー
ス
が
増
加
し
て
い
る
点
を
見
過
ご
し
て
は
な
ら
な
（
１２４
）
い
。

な
お
、
上
述
し
た
よ
う
に
、
Ｅ
Ｕ
法
の
発
展
に
応
じ
、
Ｅ
Ｃ
Ｊ
に
よ
る
基
本
権
審
査
も
強
化
さ
れ
て
い
る
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
が
、

同
裁
判
所
は
、
個
人
の
法
益
を
保
護
す
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
司
法
機
関
と
し
て
の
自
ら
の
権
限
を
維
持
す
る
た
め
に
、
立
法
・
行
政
機

関
の
措
置
を
厳
し
く
統
制
し
て
い
る
と
解
さ
れ
る
要
素
も
あ
（
１２５
）
る
。

第
三
章

一
般
的
効
力
を
持
つ
第
二
次
法
に
対
す
る
権
利
保
護

と
こ
ろ
で
、
Ｅ
Ｃ
Ｊ
は
、
規
則
や
指
令
と
い
っ
た
一
般
的
効
力
を
持
つ
第
二
次
法
の
効
力
を
否
定
す
る
こ
と
に
非
常
に
消
極
的
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
基
本
権
侵
害
を
理
由
に
無
効
と
判
断
さ
れ
る
の
は
、
あ
る
特
定
の
個
人
に
の
み
関
わ
る
Ｅ
Ｕ
法
で
あ
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
る
。

例
え
ば
、
欧
州
委
員
会
が
委
員
会
職
員
の
講
演
発
表
を
認
め
な
か
っ
た
の
は
表
現
の
自
由
の
侵
害
に
あ
た
る
と
し
、
委
員
会
の
決
定
を
無

効
と
す
る
一
般
裁
判
所
（G
eneral

C
ourt

）
の
判
決
を
Ｅ
Ｃ
Ｊ
は
支
持
し
て
い
（
１２６
）
る
。
ま
た
、
国
連
安
保
理
決
議
に
基
づ
き
、
テ
ロ
容
疑
者

の
資
産
を
凍
結
す
る
た
め
に
Ｅ
Ｕ
理
事
会
が
制
定
し
た
規
則
は
、
テ
ロ
容
疑
者
の
手
続
的
権
利
（
審
問
請
求
権
）
を
保
障
し
て
い
な
い
た

め
、
無
効
と
さ
れ
て
い
（
１２７
）
る
。
な
お
、
こ
の
第
二
次
法
は
、
万
人
に
対
し
て
適
用
さ
れ
る
「
規
則
」
と
い
う
形
態
を
と
っ
て
い
る
が
、
実
際

に
は
、
リ
ス
ト
に
掲
げ
ら
れ
た
テ
ロ
容
疑
者
の
み
が
対
象
に
な
る
。

こ
れ
に
対
し
、
一
般
的
効
力
を
持
つ
Ｅ
Ｕ
第
二
次
法
の
有
効
性
を
否
定
す
る
こ
と
に
Ｅ
Ｃ
Ｊ
は
消
極
的
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
Ｅ
Ｕ
司
法

制
度
の
本
質
に
も
合
致
す
る
。
つ
ま
り
、
個
人
は
一
般
的
効
力
を
持
つ
第
二
次
法
の
有
効
性
を
争
い
、
Ｅ
Ｕ
の
司
法
機
関
に
提
訴
す
る
こ

と
は
許
さ
れ
な
い
（
Ｅ
Ｕ
の
機
能
に
関
す
る
条
約
第
二
六
三
条
第
四
項
（
Ｅ
Ｃ
条
約
第
一
七
三
条
第
四
項
）
お
よ
び
注
８８
参
照
）。
な
お
、
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こ
の
訴
訟
要
件
は
厳
格
で
あ
り
、
Ｅ
Ｕ
に
よ
る
基
本
権
侵
害
の
被
害
者
で
あ
れ
、
司
法
救
済
を
受
け
る
権
利
が
与
え
ら
れ
て
い
な
い
こ
と

は
多
方
面
か
ら
批
判
さ
（
１２８
）
れ
、
リ
ス
ボ
ン
条
約
に
は
新
た
な
要
件
が
加
え
ら
れ
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
個
人
は
「
規
則
と
し
て
の
性
質
を
有

す
る
」
措
置
（regulatory

acts/actes
réglem

entaire/R
echtsakte

m
it
V
erordnungscharakter

）
が
さ
ら
な
る
措
置
を
必
要
と
せ
ず
適
用

さ
れ
、
か
つ
、
自
ら
に
直
接
的
に
関
わ
る
場
合
、
Ｅ
Ｕ
の
司
法
機
関
に
提
訴
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
（
Ｅ
Ｕ
の
機
能
に
関
す
る
条
約
第

二
六
三
条
第
四
項
）。
こ
の
「
規
則
と
し
て
の
性
質
を
有
す
る
」
措
置
に
つ
い
て
、
基
本
諸
条
約
は
何
ら
定
義
し
て
お
ら
ず
、
解
釈
に
争

い
が
あ
る
が
、
万
人
に
適
用
さ
れ
る
、
従
来
の
「
規
則
」
と
し
て
で
は
な
く
、
あ
る
特
定
の
個
人
の
み
を
対
象
に
す
る
第
二
次
法
と
し
て

捉
え
る
立
場
が
有
力
で
あ
（
１２９
）
る
。
確
か
に
、
裁
判
所
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
広
げ
、
権
利
保
護
を
拡
充
す
る
上
で
は
、
こ
の
よ
う
に
狭
く
捉
え
る

べ
き
で
は
な
い
（
１３０
）
が
、
立
法
趣
旨
・
経
緯
に
照
ら
す
な
ら
ば
、
有
力
説
が
妥
当
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
解
す
る
な
ら
ば
、
リ
ス
ボ
ン
条
約
体

制
下
に
お
い
て
も
、
Ｅ
Ｕ
の
司
法
制
度
は
、
一
般
的
拘
束
力
を
持
つ
第
二
次
法
に
対
す
る
権
利
保
護
に
消
極
的
で
あ
る
。
ま
た
、
Ｅ
Ｃ
Ｊ

は
Ｅ
Ｕ
の
憲
法
裁
判
所
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
傾
向
に
あ
る
（
１３１
）
が
、
基
本
権
保
護
に
つ
い
て
は
、
む
し
ろ
行
政
裁
判
所
と
し
て
の
性
質
が
強
い
。

な
お
、
リ
ス
ボ
ン
条
約
に
基
づ
き
、
Ｅ
Ｕ
基
本
権
憲
章
に
は
第
一
次
法
と
し
て
の
法
的
効
力
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
同
憲

章
が
保
障
す
る
基
本
権
の
侵
害
を
理
由
に
提
訴
す
る
こ
と
を
認
め
る
制
度
は
、
一
部
の
加
盟
国
の
要
請
に
反
し
、
導
入
さ
れ
な
か
っ
（
１３２
）
た
。

第
四
章

Ｅ
Ｕ
法
体
系
下
に
お
け
る
国
内
裁
判
所
の
役
割

前
述
し
た
Ｅ
Ｕ
司
法
制
度
の
特
徴
を
考
慮
す
る
と
、
実
効
的
な
権
利
保
護
は
、
従
来
ど
お
り
、
国
内
裁
判
所
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
こ

と
に
な
る
。
近
時
は
、
そ
れ
ら
の
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
裁
判
所
」
と
し
て
の
役
割
が
、
文
献
上
、
重
視
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
は
な
（
１３３
）
く
、
Ｅ
Ｕ
裁

判
所
と
国
内
裁
判
所
と
の
協
力
が
基
本
条
約
で
も
謳
わ
れ
る
に
至
っ
た
。
つ
ま
り
、
新
Ｅ
Ｕ
条
約
第
一
九
条
第
一
項
は
、
次
の
よ
う
に
定



39 ＥＵの基本権保護

め
る
。

T
he
C
ourt
of
Justice

of
the
E
uropean

U
nion

shall
include

the
C
ourt
of
Justice,

the
G
eneral

C
ourt
and
specialised

courts.

It
shall

ensure
that
in
the
interpretation

and
application

of
the
T
reaties

the
law
is
observed.

M
em
ber
States

shall
provide

rem
edies

sufficient
to
ensure

effective
legal

protection
in
the
fields

covered
by
U
nion

law
.

な
お
、
こ
の
規
定
を
根
拠
に
、
基
本
権
保
護
に
つ
い
て
主�

た�

る�

責
任
を
負
っ
て
い
る
の
は
国
内
裁
判
所
で
あ
る
と
主
張
す
る
見
解
も
あ

る
（
１３４
）
が
、
そ
の
よ
う
に
定
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
条
文
解
釈
と
し
て
不
適
切
で
あ
る
。
ま
た
、
国
内
裁
判
所
が
Ｅ
Ｕ
基
本
権
に
照

ら
し
、
自
国
法
を
審
査
す
る
こ
と
は
さ
て
お
き
、
Ｅ
Ｕ
第
二
次
法
を
統
制
す
る
こ
と
は
、
Ｅ
Ｕ
司
法
制
度
に
合
致
し
な
い
だ
け
で
は
な
く
、

国
内
裁
判
所
の
管
轄
権
の
範
囲
を
超
え
（
国
内
裁
判
所
の
権
限
は
国�

内�

法�

の
審
査
に
限
定
さ
れ
る
）、
問
題
で
あ
る
。
な
お
、
国
内
裁
判

所
は
Ｅ
Ｃ
Ｊ
に
対
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
欧
州
人
権
裁
判
所
と
も
協
力
す
る
必
要
が
あ
る
。

終
わ
り
に

前
述
し
た
よ
う
に
、
Ｅ
Ｕ
の
基
本
権
保
護
は
Ｅ
Ｃ
Ｊ
の
判
例
法
を
通
し
発
展
し
て
き
た
が
、
そ
れ
を
踏
ま
え
、
Ｅ
Ｕ
基
本
権
憲
章
と
い

う
包
括
的
な
成
文
法
が
整
備
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
Ｅ
Ｕ
は
独
自
の
「
基
本
権
カ
タ
ロ
グ
」
を
持
つ
、
唯
一
の
国
際

機
関
と
な
っ
た
が
、
同
憲
章
の
制
定
は
形
式
的
な
意
義
し
か
持
た
ず
、
基
本
権
保
護
を
実
質
的
に
改
善
す
る
も
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、

同
憲
章
が
第
一
次
法
内
に
組
み
込
ま
れ
る
以
前
に
、
す
で
に
基
本
権
保
護
は
法
の
一
般
原
則
と
し
て
、
Ｅ
Ｕ
憲
法
上
の
効
力
（
第
二
次
法
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に
優
先
す
る
効
力
）
が
与
え
ら
れ
て
い
る
た
め
で
あ
り
、
ま
た
、
基
本
権
審
査
の
欠
陥
は
、
Ｅ
Ｃ
Ｊ
が
立
法
・
行
政
機
関
に
広
範
な
裁
量

権
を
与
え
、
司
法
審
査
に
消
極
的
で
あ
る
こ
と
に
由
来
す
る
た
め
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
基
本
権
が
Ｅ
Ｕ
条
約
ま
た
は
そ
の
他
の
第
一
次
法

の
中
で
定
め
ら
れ
よ
う
と
も
、
よ
り
厚
く
保
護
さ
れ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
現
在
、
Ｅ
Ｕ
基
本
権
憲
章
は
基
本

諸
条
約
と
同
等
の
第
一
次
法
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
が
、
同
憲
章
が
保
障
す
る
基
本
権
侵
害
を
理
由
に
訴
え
る
特
別
な
権
利
を
個

人
に
与
え
て
い
な
い
点
を
指
摘
し
え
よ
う
。

Ｅ
Ｕ
基
本
権
保
護
の
発
展
に
貢
献
し
て
い
る
の
は
、
む
し
ろ
、
欧
州
人
権
条
約
で
あ
り
、
Ｅ
Ｕ
は
外
部
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
る
。

ま
た
、
基
本
権
憲
章
の
制
定
に
よ
っ
て
、
欧
州
人
権
条
約
の
重
要
性
は
む
し
ろ
高
ま
っ
て
お
り
、
Ｅ
Ｃ
Ｊ
が
同
条
約
や
欧
州
人
権
裁
判
所

の
判
断
を
参
照
す
る
ケ
ー
ス
が
増
え
て
い
（
１３５
）
る
。
な
お
、
欧
州
人
権
条
約
や
欧
州
人
権
裁
判
所
の
判
例
法
を
広
義
の
Ｅ
Ｕ
法
と
し
て
位
置
づ

け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
Ｅ
Ｕ
法
体
系
は
複
雑
化
（
権
利
保
護
の
多
層
化
）
し
て
い
る
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
個
人
の
権
利
が
常
に
よ
り
厚
く

保
護
さ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
加
盟
国
は
欧
州
人
権
条
約
よ
り
も
厚
く
権
利
を
保
障
し
う
る
が
、
Ｅ
Ｕ
法
は
同
条
約
の
保
護

水
準
に
合
致
し
て
い
れ
ば
よ
く
、
そ
の
よ
う
な
Ｅ
Ｕ
法
で
あ
れ
、
国
内
法
に
優
先
す
る
た
め
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
Ｅ
Ｕ
基
本
権
の
意
義
は

国
内
法
に
不
備
が
あ
る
場
合
に
見
出
し
う
る
。
な
お
、
リ
ス
ボ
ン
条
約
は
、
Ｅ
Ｕ
が
欧
州
人
権
条
約
（
制
度
）
に
加
盟
す
る
こ
と
を
正
式

に
認
め
て
い
る
が
、
そ
れ
ゆ
え
に
リ
ス
ボ
ン
条
約
自
身
の
改
正
が
必
要
に
な
る
と
解
さ
れ
る
。
こ
れ
は
リ
ス
ボ
ン
条
約
に
基
づ
く
現
行
Ｅ

Ｕ
司
法
制
度
が
欧
州
人
権
条
約
の
制
度
に
完
全
に
合
致
し
て
い
な
い
た
め
で
あ
る
（
１３６
）
が
、
基
本
権
の
擁
護
者
で
あ
る
Ｅ
Ｃ
Ｊ
が
、
自
ら
の
権

限
な
い
し
立
場
が
制
約
さ
れ
る
こ
と
を
理
由
に
、
欧
州
人
権
条
約
の
加
盟
（
換
言
す
れ
ば
、
基
本
権
保
護
の
拡
充
）
に
反
対
す
る
よ
う
な

こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

当
初
は
、
Ｅ
Ｕ
の
基
本
権
保
護
水
準
が
批
判
さ
れ
て
い
た
が
、
現
在
は
、
加
盟
国
の
保
護
水
準
が
批
判
の
対
象
に
な
る
こ
と
も
あ
る
。

ま
た
、
Ｅ
Ｃ
Ｊ
に
よ
る
基
本
権
保
護
は
権
限
踰
越
（ultra

vires

）
に
あ
た
る
と
批
判
さ
れ
て
い
る
が
、
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
そ
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の
よ
う
に
解
し
て
い
な
い
（
前
述
参
照
）。
そ
れ
よ
り
、
欧
州
統
合
に
有
利
な
解
釈
を
行
い
、
Ｅ
Ｕ
と
の
衝
突
を
回
避
し
よ
う
と
す
る
憲

法
裁
判
所
の
姿
勢
が
読
み
取
れ
る
が
、
同
裁
判
所
に
よ
る
Ｅ
Ｕ
法
の
審
査
は
、
当
初
の
基
本
権
侵
害
か
ら
、
Ｅ
Ｕ
の
権
限
踰
越
、
国
内
議

会
の
権
限
、
ま
た
、
ド
イ
ツ
憲
法
の
独
自
性
の
維
持
へ
と
多
様
化
し
て
い
る
。
そ
れ
に
伴
い
、
基
本
権
審
査
の
重
要
性
は
薄
れ
、
憲
法
裁

判
所
が
Ｅ
Ｕ
の
権
利
保
護
を
批
判
す
る
こ
と
は
、
基
本
的
に
生
じ
な
い
と
解
さ
れ
る
。

Ｅ
Ｕ
基
本
権
保
護
の
主
た
る
論
点
は
、
国
内
憲
法
が
保
障
す
る
基
本
権
は
、
Ｅ
Ｕ
レ
ベ
ル
で
も
保
護
さ
れ
る
か
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ

い
て
、
Ｅ
Ｃ
Ｊ
は
、
Ｅ
Ｕ
法
は
国
内
法
に
優
先
す
る
と
い
う
大
原
則
を
確
立
さ
せ
る
一
方
で
、
国
内
憲
法
の
伝
統
よ
り
導
か
れ
る
基
本
権

を
法
の
一
般
原
則
と
し
て
保
護
し
、
そ
れ
は
第
二
次
法
に
優
先
す
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
Ｅ
Ｕ
の
基
本
権
理
論
は
矛
盾
す
る
理

論
に
基
づ
い
て
い
る
が
、
近
時
は
、
Ｅ
Ｕ
独
自
の
基
本
権
カ
タ
ロ
グ
が
整
備
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
Ｅ
Ｕ
法
の
発
展
に
よ
っ
て
、

国
内
憲
法
と
の
新
た
な
潜
在
的
「
軋
轢
」
も
生
じ
て
い
る
が
、
Ｅ
Ｃ
Ｊ
と
国
内
裁
判
所
は
そ
れ
を
解
消
す
る
重
要
な
役
割
を
負
わ
さ
れ
て

い
る
と
解
さ
れ
る
。
両
者
間
の
協
調
は
、
す
で
に
一
九
七
四
年
の
時
点
で
、
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ

ろ
で
あ
（
１３７
）
る
。
な
お
、
Ｅ
Ｕ
法
は
そ
れ
を
促
す
制
度
を
具
備
し
て
い
る
が
（
先
行
判
断
手
続
）、
同
憲
法
裁
判
所
が
Ｅ
Ｃ
Ｊ
に
判
断
を
直
接

求
め
た
ケ
ー
ス
は
、
ま
だ
存
在
し
な
い
。

Ｅ
Ｕ
基
本
権
を
実
効
的
に
保
護
す
る
上
で
、
立
法
・
行
政
機
関
の
役
割
も
重
要
で
あ
る
が
（
た
だ
し
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
基
本
権
憲

章
第
五
一
条
第
一
項
第
一
文
は
、
ド
イ
ツ
基
本
法
第
一
条
第
三
項
の
よ
う
に
、
明
瞭
に
定
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
）、
Ｅ
Ｕ
内
で
は
、

今
後
も
裁
判
所
の
役
割
が
重
要
で
あ
る
。
基
本
権
の
（
直
接
的
な
）
私
人
間
効
力
と
い
っ
た
未
解
明
の
問
題
に
つ
い
て
も
、
Ｅ
Ｃ
Ｊ
の
判

断
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
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の
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本
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文
献
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、
特
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、W

alter
Frenz,
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andbuch

E
uroparecht,

B
and
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uropäische

G
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が
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れ
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。

な
お
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本
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護
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最
も
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さ
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司
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ボ
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Ｃ
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Ｅ
Ｕ
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れ
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Ｕ
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Ｃ
Ｊ
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Ｃ
Ｊ
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３
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４
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Ｃ
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Ｃ
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ettesheim

,
in
T
hom
as
O
pperm

ann,
C
laus
D
ieter

C
lassen

and
M
artin

N
ettesheim

eds.,
E
uroparecht,

5
th
edition,

C
.H
.
B
eck,
2011,

§
17,
para.

1.
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（
８
）

W
erner

Schroeder,
N
eues

zur
G
rundrechtskontrolle

in
der
E
uropäischen

U
nion,

E
uZ
W
2011,

pp.
462-467,

462.
（
９
）

C
ase
6/64

C
osta/E

N
E
L
[1964]

1253,
1269.

Ｅ
Ｕ
法
は
国
内
憲
法
が
保
障
す
る
基
本
権
に
も
優
先
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、C

ase
11/70

Internationale
H
andelsgesellschaft

[1970]
E
C
R
1125,

para.
3.

Ｅ
Ｕ
法
の
優
先
性
に
つ
い
て
、
筆
者
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://eu-info.jp/r/vor.htm

l

〔
二
〇
一
一
年
一
二
月
一
五
日
現
在
〕）を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
１０
）

Joined
C
ases
36,
37,
38/59

and
40/59

R
uhrkohlen-V

erkaufsgesellschaft
[1960]

E
C
R
423.

な
お
、
こ
の
ケ
ー
ス
で
は
第
二
次
法
に
よ
る
所

有
権
侵
害
の
有
無
が
問
題
に
な
っ
た
。

（
１１
）

C
ase
1/58

Stork
[1959]

E
C
R
17;
Joined

C
ases

36,
37,
38/59

and
40/59

R
uhrkohlen-V

erkaufsgesellschaft
[1960]

E
C
R
423;

C
ase
40/64

Sgarlata
and
others

[1965]
E
C
R
215.

基
本
権
保
護
に
関
す
る
Ｅ
Ｃ
Ｊ
の
権
限
の
有
無
に
つ
い
て
、R

udolf
Streinz,

E
uroparecht,

8th
edition,

C
.F.
M
üller,

2010,
paras.

414-415.

（
１２
）

C
ase
29/69

Stauder
[1969]

419,
para.

7.
See
also
O
pinion

of
A
dovate

G
enral

R
oem
er
in
this
case,

para.
7.

（
１３
）

C
ase
11/70

International
H
andelsgesellschaft

[1970]
E
C
R
1125,

para.
4;
C
ase
4/73

N
ord
[1974]

E
C
R
491,

para.
13.

（
１４
）

A
ndreas

V
oßkuhle,

D
er
europäische

V
erfassungsverbund,

JZ
2010,

pp.
3-8,
6;
A
nneli

A
lbi,
From

the
banana

saga
to
a
sugar

saga
and

beyond:
C
ould

the
post-com

m
unist

constitutional
courts

teach
the
E
U
a
lesson

in
the
rule
of
law
?,
47
(2010

）C
M
L
R
ev.,
pp.
791-829,

793.

（
１５
）

B
V
erfG
E
37,
271
(Solange

I).

（
１６
）

Frenz,
ibidem

.,
para.

4.

な
お
、
本
文
中
で
挙
げ
た
判
決
（Solange

I

）
に
お
い
て
、
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
Ｅ
Ｃ
Ｊ
が
基
本
権
審
査
に

関
す
る
権
限
を
有
す
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。B

V
erfG
E
37,
271
(Solange

I),
para.

29.

（
１７
）

Ibidem
,
para.

28.

（
１８
）
当
初
は
、
Ｅ
Ｃ
Ｊ
の
こ
の
権
限
を
疑
問
視
す
る
見
解
も
あ
っ
た
が
、
後
に
、
広
く
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。See

Streinz,
ibidem

,
para.

415.

（
１９
）

C
ase
4/73

N
ord
[1974]

E
C
R
491,

para.
13.

（
２０
）
近
時
の
文
献
と
し
て
、D

orota
L
eczykiew

icz,
“E
ffective

Judicial
Protection”

of
H
um
an
R
ights

A
fter
L
isbon:

Should
N
ational

C
ourts

be

E
m
pow
ered

to
review

E
U
Secondary

L
aw
?,
(2010)

35
E
.L
.R
ev.,
pp.
326-348,

329-330.

（
２１
）

Schroeder,
ibidem

,
p.
462.

（
２２
）

L
eczykiew

icz,
ibidem

,
p.
329.

（
２３
）

M
ichael

Schw
eitzer,

Staatsrecht
III,
10th

edition,
C
.
F.
M
üller,

2008,
paras.

399-401.

な
お
、
Ｅ
Ｃ
Ｊ
が
基
本
権
保
護
を
法
の
一
般
原
則
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と
し
て
い
る
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
法
の
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
文
献
も
あ
る
。See

Franz
C
.
M
ayer,

D
er
V
ertrag

von
L
issabon

und

die
G
rundrechte,

E
uR
2009,

B
eiheft

1,
pp.
87-102

(87
“D
ieser

seit
1969

vom
E
uG
H
entw
ickelte

G
rundrechtsbestand

verkörpert
in

gew
issem

Sinne
den
französischen

G
rundrechtsansatz,

der
G
rundrechte

unter
Prinzipien

fasst
und
ihnen

eher
den
C
harakter

objektiven

R
echts

zum
isst.”).

（
２４
）
現
在
、
Ｅ
Ｕ
法
上
の
基
本
権
は
Ｅ
Ｕ
基
本
権
憲
章
に
お
い
て
明
文
化
さ
れ
て
い
る
が
、
従
来
ど
お
り
、
法
の
一
般
原
則
と
し
て
位
置
づ
け
る
べ
き

か
ど
う
か
検
討
を
要
す
る
。

（
２５
）

C
lassen

and
N
ettesheim

,
ibidem

,
paras.

12-14.

（
２６
）

C
ase
C
-144/04

M
angold

[2005]
E
C
R
I-9981,

para.
77.

（
２７
）

C
lassen

and
N
ettesheim

,
ibidem

,
para.

13.

な
お
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
筆
者
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://eu-info.jp/r/m

angold.htm
l

〔
二
〇
一
二
年
一
二
月
一
五
日
現
在
〕）を
参
照
さ
れ
た

い
。

（
２８
）

C
ase
44/79

H
auer

[1979]
E
C
R
3727,

pars.
15.
See
also
C
lassen

and
N
ettesheim

,
ibidem

,
para.

20.

（
２９
）

C
lassen

and
N
ettesheim

,
ibidem

,
para.

21.

（
３０
）

Ibidem
,
paras

53
and
85.

（
３１
）

G
eorg

R
ess,
K
onkordanz

in
der
Interpretation

von
K
om
petenzbegriffen

durch
E
uG
H
und
E
G
M
R
,
in
G
erda

M
üller,

E
ilert
O
sterloch

and

Torsten
Stein

eds.,
FS
H
irsch,

C
.H
.
B
eck,
2008,

pp.155-163.

（
３２
）

C
ase
44/79

H
auer

[1979]
E
C
R
3727.

（
３３
）

E
uropean

C
ourt
of
H
um
an
R
ights,

B
osphorus

v.
Ireland,

no.
45036/98,

E
C
H
R
2005-V

I,
149,

para.
165.

（
３４
）
例
え
ば
、V
olker

und
M
arkus

Schecke
and
E
ifert

事
件
に
お
い
て
、
Ｅ
Ｃ
Ｊ
に
先
行
判
断
を
求
め
た
ド
イ
ツ
の
行
政
裁
判
所
は
、
第
二
次
法
に

よ
っ
て
欧
州
人
権
条
約
第
八
条
が
保
障
す
る
基
本
権
が
侵
害
さ
れ
て
い
る
と
は
述
べ
て
お
ら
ず
、
個
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
保
護
に
関
し
、
第
八
条

を
指
摘
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
な
お
、
現
在
、
Ｅ
Ｕ
基
本
権
憲
章
は
正
規
の
Ｅ
Ｕ
法
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
同
憲
章
第
八
条
第
一
項
（
個
人
情
報

の
保
護
）
違
反
を
指
摘
す
べ
き
で
あ
っ
た
と
解
さ
れ
る
。Joined

C
ases
C
-92/09

and
C
-93/09

V
olker

und
M
arkus

Schecke
and
E
ifert,

para.
44.

（
３５
）

N
orbert

Paul
E
ngel,

K
onsequenzen

eines
B
eitritts

der
E
uropäischen

U
nion

zur
E
M
R
K
für
die
E
U
selbst,

für
den
E
uroparat

und
den

E
G
M
R
,
E
uG
R
Z
2010,

pp.
259-261.

欧
州
人
権
裁
判
所
の
判
決
は
訴
訟
当
事
者
を
拘
束
す
る
た
め
（
第
四
二
条
、
第
四
四
条
お
よ
び
第
四
六
条
）、
判
決
に
お
い
て
締
約
国
に
よ
る
条
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約
違
反
が
示
さ
れ
る
と
、
同
国
は
そ
れ
を
改
善
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
同
判
決
は
締
約
国
に
お
い
て
直
接
的
な
効
力
を
持
つ
わ
け
で
は

な
い
。

（
３６
）

E
uropean

C
ourt
of
H
um
an
R
ights,

M
atthew

s
v.
U
K
,
no.
24833/94,

E
C
H
R
1994-I,

305.

（
３７
）

Joined
C
ases
C
-92/09

and
C
-93/09

V
olker

und
M
arkus

Schecke
and
E
ifert.

こ
の
判
決
に
つ
い
て
、
第
二
章
二
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
３８
）

E
uropean

C
ourt
of
H
um
an
R
ights,

B
osphorus

v.
Ireland,

no.
45036/98,

E
C
H
R
2005-V

I,
149,

para.
165.

（
３９
）

C
hristian

K
ohler

and
L
uigi
M
alferrari,

U
m
letzte

und
vorletzte

W
orte:

Z
um
geplanten

Z
usam

m
enw
irken

von
E
G
M
R
und
E
uG
H
nach

dem
B
eitritt

der
E
U
zur
E
M
R
K
,
E
uZ
W
2011,

pp.
849-850.

（
４０
）
法
の
整
備
は
欧
州
評
議
会
に
お
い
て
も
行
わ
れ
た
。
つ
ま
り
、
Ｅ
Ｕ
に
よ
る
欧
州
人
権
条
約
締
結
を
可
能
に
す
る
た
め
、
二
〇
〇
四
年
に
は
第
一
四

議
定
書
が
締
結
さ
れ
（
同
議
定
書
第
一
七
条
参
照
）、
批
准
も
完
了
し
て
い
る
。

（
４１
）

N
orbert

R
eich,

W
er
hat
A
ngst

vor
Straßburg?,

E
uZ
W
2011,

pp.
379-384.

リ
ス
ボ
ン
条
約
は
、
こ
の
よ
う
な
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
な
く
、

Ｅ
Ｕ
に
よ
る
欧
州
人
権
条
約
を
可
能
に
し
て
い
る
。

（
４２
）

E
ckhard

Pache,
A
usgestaltung

des
G
rundrechtsschutzes

unter
besonderer

B
erücksichtigung

des
B
eitritts

der
U
nion

zur
E
M
R
K
,
in

T
hom
as
E
ilm
ansberger,

Stefan
G
riller

and
W
alter

O
bw
exer

eds.
R
echtsfragen

der
Im
plem
entierung

des
V
ertrags

von
L
issabon,

Springer,

2010,
pp.
121-142,

135-136;
M
ayer,

ibidem
,
p.
89.

（
４３
）
な
お
、
一
連
の
Ｅ
Ｃ
Ｊ
判
決
で
は
幾
つ
か
の
権
利
が
示
さ
れ
て
い
た
が
（
こ
の
点
に
つ
い
て
、
筆
者
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://eu-info.jp/r/rights.

htm
l#ecj

〔
二
〇
一
一
年
一
二
月
一
五
日
現
在
〕）を
参
照
さ
れ
た
い
）、
判
決
文
は
個
々
の
ケ
ー
ス
に
特
化
し
て
お
り
、
国
内
憲
法
が
保
障
す
る
基
本

権
が
網
羅
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

（
４４
）
な
お
、
こ
の
要
請
は
、
か
ね
て
か
ら
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
決
で
も
示
さ
れ
て
い
た
。See

B
V
erfG
E
37,
271
(Solange

I),
L
eitsatz.

（
４５
）
Ｅ
Ｕ
基
本
権
憲
章
制
定
の
経
緯
に
つ
い
て
、
筆
者
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://eu-info.jp/r/top-charter.htm

l

〔
二
〇
一
二
年
一
二
月
一
五
日
現
在
〕）

を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
４６
）
こ
れ
は
、
一
部
の
加
盟
国
（
イ
ギ
リ
ス
と
ポ
ー
ラ
ン
ド
）
に
よ
る
リ
ス
ボ
ン
条
約
の
批
准
を
容
易
に
す
る
た
め
で
あ
る
。

（
４７
）
こ
の
点
に
つ
い
て
、
筆
者
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://eu-info.jp/r/rights.htm

l#grundrechte

〔
二
〇
一
一
年
一
二
月
一
五
日
現
在
〕）を
参
照
さ
れ

た
い
。

（
４８
）

C
lassen

and
N
ettesheim

,
ibidem

,
para.

11.

（
４９
）
第
五
二
条
第
一
項
は
次
の
よ
う
に
定
め
る
。“U

nter
W
ahrung

des
G
rundsatzes

der
V
erhältnism

äßigkeit
dürfen

E
inschränkungen

nur
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vorgenom
m
en
w
erden,

w
enn
sie
erforderlich

sind
und
den
von
der
U
nion

anerkannten
dem

G
em
einw
ohl
dienenden

Z
ielsetzungen

oder

den
E
rfordernissen

des
Schutzes

der
R
echte

und
Freiheiten

anderer
tatsächlich

entsprechen.”
（
５０
）
人
の
尊
厳
に
つ
い
て
、C

ase
C
-36/02

O
m
ega
Spielhallen-

und
A
utom

atenaufstellungs-G
m
bH
[2004]

E
C
R
I-9609.

（
５１
）

Schroeder,
ibidem

,
p.
466.

See
also
C
lassen

and
N
ettesheim

,
ibidem

,
§
17,
para.

2

（
５２
）

Schroeder,
ibidem

,
p.
464.

（
５３
）

Ibidem
.

基
本
権
憲
章
は
、
権
利
保
護
の
拡
充
に
ど
の
程
度
、
貢
献
し
う
る
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
考
察
し
た
文
献
と
し
て
、M

ayer,
ibidem

,
p.
87

を
参

照
さ
れ
た
い
。

（
５４
）

Joined
C
ases
C
-92/09

and
C
-93/09

V
olker

und
M
arkus

Schecke
and
E
ifert,

para.
44.

（
５５
）

Ibidem
,
para.

52.
See
also
para.

53.

（
５６
）

Ibidem
,
paras.

45-46.

（
５７
）

Ibidem
,
paras.

51
and
59.
See
also
paras.

72
and
87.

な
お
、
欧
州
人
権
条
約
と
Ｅ
Ｕ
基
本
権
憲
章
の
関
係
に
つ
い
て
、C

lassen
and
N
ettesheim

,
ibidem

,
para.

20

を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
５８
）
例
え
ば
、
Ｅ
Ｕ
条
約
第
二
条
や
第
六
条
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
５９
）
な
お
、
こ
の
制
度
の
実
効
性
は
批
判
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
筆
者
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（http://eu-info.jp

r/banana51.
htm
l〔

二
〇
一
一

年
一
二
月
一
五
日
現
在
〕）を
参
照
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
拙
稿
・
前
掲
論
文
（
注
３７
）
一
一
六
〜
一
二
一
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
６０
）

M
ayer,

ibidem
,
p.
87.

（
６１
）

Schroeder,
ibidem

,
p.
463.

（
６２
）

E
ckhard

Pache
and
Franziska

R
ösch,

D
ie
G
rundrechte

der
E
U
nach

L
issabon,

E
W
S
2009,

393-401,
394.

（
６３
）

Philip
A
lston

and
J.H
.H
.W
eiler,A

n
“E
ver
C
loser

U
nion”

in
N
eed
of
a
H
um
an
R
ights

Policy,
9
(1998)

E
JIL
,
pp.
658-723.

（
６４
）

T
horsten

K
ingreen,

G
rundrechtsverbund

oder
G
rundrechtsunion?,

E
uR
2010,

pp.
338-364.

（
６５
）

U
lrich

K
arpenstein

and
C
hristian

Johann,
D
er
H
oneyw

ell-B
eschluss

-
Staatshaftung

für
unanw

endbare
G
esetze?,

N
JW
2010,

pp.
345-

3407.

（
６６
）

H
oneyw

ell-B
eschluss

v.
6.
Juli
2010.

See
H
eiko

Sauer,
E
uropas

R
ichter

H
and
in
H
and?

-
D
as
K
ooperationsverhältnis

zw
ischen

B
V
erfG

und
E
uG
H
nach

H
oneyw

ell,
E
uZ
W
2011,

pp.
94-97.
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（
６７
）

K
ingreen,

ibidem
,
p.
359.

（
６８
）
こ
の
点
に
つ
い
て
、
筆
者
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://eu-info.jp/IPR

/ec-4free.htm
l

〔
二
〇
一
二
年
一
二
月
一
五
日
現
在
〕）を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
６９
）

Schroeder,
ibidem

,
p.
462.

（
７０
）
例
え
ば
、法
律
の
留
保
の
理
論
に
つ
い
て
、Joined

C
ases

46/87
and
227/88

H
oechst

[1989]
E
C
R
2859,

para.
19

を
参
照
さ
れ
た
い
。ま
た
、防

御
権
やSchutz-

und
L
eistungsrechte

と
し
て
の
基
本
権
の
機
能
に
つ
い
て
、D

irk
E
hlers,

§
14,
in
E
hlers

ed.,
E
uropäische

G
rundrechte

und

G
rundfreiheiten,

3rd
edition,

D
e
G
ruyter,

2009;
Jürgen

K
ühling,

G
rundrechte,

in
A
rm
in
v.
B
ogdandy

and
Jürgen

B
ast
eds.,

E
urop.

V
erfassungsR

,
3rd
edition,

Springer,
2009,

pp.
657-704,

674-678.

を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
７１
）

See
José

M
aría
B
eneyto

and
Ingolf

Pernice
eds.,

E
urope’s

C
onstitutional

C
hallenges

in
the
L
ight
of
the
R
ecent

C
ase
L
aw
of
N
ational

C
onstitutional

C
ourts,

N
om
os,
2011.

（
７２
）

Ibidem
.

（
７３
）

B
V
erfG
E
37,
271
(Solange

I
）.

（
７４
）

B
V
erfG
E
73,
339,

387
(Solange

II).
See
also
B
V
erfG
E
89,
155,

175
(M
aastricht);

B
V
erfG
E
37,
271
(L
issabon).

（
７５
）

B
V
erfG
E
89,
155
(M
aastricht

）.

（
７６
）

B
V
erfG
E
102,

147
(B
ananenm

arktordnung

）.

（
７７
）

Schroeder,
ibidem

,
p.
463.

（
７８
）

G
ünter

H
irsch,

D
er
E
uG
H
im
Spannungsverhältnis

zw
ischen

G
em
einschaftsrecht

und
nationalem

R
echt,

N
JW
2000,

pp.
1817-1822.

（
７９
）

R
upert

Scholz,
W
ie
lange

bis
“Solange

III”,
N
JW

1990,
pp.

941-946.

こ
れ
と
は
異
な
る
見
解
と
し
て
、R

udolf
Streinz,

B
undesverfassungsgerichtlicher

G
rundrechtsschutz

und
E
uropäisches

G
em
einschaftsrecht,

N
om
os,
1989,

pp.
399
et
seq..

ま
た
、
折
衷
説
と

し
て
、Ingolf
Pernice,

G
em
einschaftsverfassung

und
G
rundrechtsschutz

G
rundlagen,

B
estand

und
Perspektiven,

N
JW
1990,

pp.
2409-

2420,
2413-2414.

（
８０
）

Streinz,
E
uroparecht,

ibidem
,
paras.

771-772.

（
８１
）

Stefan
Storr,

Z
ur
B
onität

des
G
rundrechtsschutzes

in
der
E
uropäischen

U
nion,

D
er
Staat

36
(1997),

pp.
547-573,

564.

（
８２
）
私
見
に
つ
い
て
、
拙
稿「
Ｅ
Ｃ
裁
判
所
の
判
例
に
お
け
る
法
の
一
般
原
則
」平
成
国
際
大
学
法
政
学
会
編『
平
成
国
際
大
学
論
集
』第
五
号（
二
〇
〇
一

年
三
月
）四
三
〜
六
五
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。こ
れ
に
対
し
、Ｅ
Ｃ
Ｊ
の
基
本
権
保
護
を
支
持
す
る
見
解
と
し
て
、Joseph

H
.
H
.W
eiler

and
N
icholas

J.
S.
L
ockhart,

Taking
R
ights

Seriously:
T
he
E
uropean

C
ourt
and
its
Fundam

ental
R
ights

Jurisprudence,
32
(1995)

C
M
L
R
ev.,
pp.
51-94
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(Part
1)
and
pp.
579-627

(Part
2).

（
８３
）

C
ase
265/87

Schräder
[1989]

2237,
para.

21.
（
８４
）

Peter
Selm

er,
D
ie
G
ew
ährleistung

der
unabdingbaren

G
rundrechtsstandards

durch
den
E
uG
H
,
N
om
os,
1998.

See
also
M
ayer,

ibidem
,

pp.
87-102,

98.
他
方
、
Ｅ
Ｃ
Ｊ
が
「
相
応
性
」
を
審
査
し
た
ケ
ー
ス
と
し
て
、C

ase
C
-331/88

R
,
FE
D
E
SA
[1990]

E
C
R
I-4023,

para.
13;
C
ase
C
-424/02

C
om
m
ission

v
U
K
[2004]

E
C
R
I-7249,

paras.
23-24;

C
ase
C
-37/06

and
C
-58/06

V
iam
ex
[2008]

E
C
R
I-69,

para.
36;
C
ase
C
-58/08

V
odafone,

E
uZ
W
2010,

p.
539,

para.
69.

（
８５
）
拙
稿
・
前
掲
論
文
（
注
８２
）
五
一
〜
五
三
頁
参
照
。

（
８６
）
前
掲
注
４９
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
８７
）

C
ase
C
-280/93

G
erm
any
v
C
ouncil

[1993]
E
C
R
I-4973.

同
判
決
に
つ
い
て
、
拙
稿
「
Ｅ
Ｃ
の
政
治
と
法
」
本
誌
第
五
巻
第
一
号
（
二
〇
〇
〇

年
一
一
月
）
五
五
〜
一
〇
三
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
８８
）
Ｅ
Ｃ
条
約
第
二
三
〇
条
第
四
項
は
、
第
二
次
法
が
あ
る
特
定
の
者
を
対
象
に
し
て
発
せ
ら
れ
（
個
人
的
要
件
）、
か
つ
、
同
人
が
第
二
次
法
の
影

響
を
直
接
的
に
受
け
る
場
合
に
の
み
（
直
接
性
の
要
件
）、
同
人
が
こ
の
第
二
次
法
の
有
効
性
を
争
い
、
Ｅ
Ｃ
の
司
法
機
関
に
提
訴
す
る
こ
と
を
認

め
る
。
バ
ナ
ナ
市
場
規
則
は
、
あ
る
特
定
の
業
者
の
み
を
対
象
に
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
広
く
一
般
的
に
適
用
さ
れ
る
第
二
次
法
で
あ
る
た
め
、

業
者
の
訴
え
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
拙
稿
・
前
掲
論
文
（
注
８７
）
七
二
〜
七
四
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
８９
）
拙
稿
・
前
掲
論
文
（
注
８７
）
七
五
〜
八
二
参
照
。

（
９０
）

Schroeder,
ibidem

,
p.
463.

な
お
、
同
文
献
に
お
い
て
、Schroeder

は
バ
ナ
ナ
市
場
規
則
判
決
に
お
け
る
Ｅ
Ｃ
Ｊ
の
基
本
権
審
査
は
簡
略
で

あ
っ
た
と
も
述
べ
て
い
る
。

（
９１
）
こ
の
点
に
つ
い
て
、
拙
稿
・
前
掲
論
文
（
注
８７
）
七
五
〜
七
七
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
９２
）

C
ase
155/79

A
M
&
S
[1982]

E
C
R
1575.

こ
の
点
に
関
し
、
拙
稿
「
Ｅ
Ｃ
（
Ｅ
Ｕ
）
ダ
ン
ピ
ン
グ
防
止
規
則
の
司
法
審
査
」
本
誌
第
八
巻
第

一
号
（
二
〇
〇
三
年
一
一
月
）
八
五
〜
一
三
九
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
９３
）

C
ase
C
-269/90

T
U
M
ünchen

[1991]
E
C
R
I-5469,

paras.
25-26.

（
９４
）

C
ase
C
-340/00

P,
C
w
ik
[2001]

E
C
R
I-10269,

paras.
18
et
seq.

（
９５
）
な
お
、
改
善
す
べ
き
点
も
あ
る
。See

Schroeder,
ibidem

,
p.
463.

（
９６
）

Schroeder,
ibidem

,
p.
462.
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（
９７
）

Schroeder,
ibidem

,
p.
464.

See
also
K
ühling,

ibidem
,
p.
688.

（
９８
）

Joined
C
ases

C
-92/09

and
C
-93/09

V
olker

und
M
arkus

Schecke
and

E
ifert,

para.
89.

同
判
決
に
つ
い
て
、A

nnette
G
uckelberger,

A
nm
erkung,

E
uZ
W
2010,

pp.
946-947.

ま
た
、
判
決
に
対
す
る
批
判
と
し
て
、Stefan

B
rink

and
A
m
adeus

W
olff,

A
nm
erkung,

JZ
2011,

p.
206.

（
９９
）

Ibidem
,
paras.

47-52.

（
１００
）

Ibidem
,
paras.

56-64.

（
１０１
）

Ibidem
,
paras.

65-89.

（
１０２
）

Ibidem
,
para.

44.

（
１０３
）

Ibidem
,
paras.

47,
52
and
58.

欧
州
人
権
条
約
第
八
条
は
私
生
活
お
よ
び
家
族
生
活
の
尊
重
に
関
す
る
権
利
に
つ
い
て
定
め
て
い
る
が
、
Ｅ
Ｕ

基
本
権
憲
章
第
七
条
は
こ
れ
に
依
拠
し
て
い
る
。
憲
章
は
、
さ
ら
に
、
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
基
本
権
に
つ
い
て
定
め
て
い
る
（
第
八
条
）。

（
１０４
）
な
お
、
「
相
応
性
」
を
含
め
、
比
例
性
の
原
則
の
遵
守
は
詳
細
に
審
査
さ
れ
て
い
な
い
と
す
る
見
解
も
あ
る
。Schroeder,

ibidem
,
p.
466.

（
１０５
）

Joined
C
ases
C
-92/09

and
C
-93/09,

ibidem
,
paras.

72
and
76-77.

（
１０６
）

Schroeder,
ibidem

,
p.
466.

（
１０７
）

Joined
C
ases
C
-92/09

and
C
-93/09,

ibidem
,
paras.

76-89.

（
１０８
）

Ibidem
,
paras.

78-89.

（
１０９
）
拙
稿
・
前
掲
論
文
（
注
８２
）
五
四
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
１１０
）
Ｅ
Ｃ
Ｊ
が
比
例
性
の
原
則
に
関
す
る
Ｅ
Ｕ
立
法
機
関
の
主
張
を
詳
細
に
検
討
し
た
そ
の
他
の
ケ
ー
ス
と
し
て
、C

ase
C
-58/08

V
odafone,

E
uZ
W

2010,
p.
539,

para.
69;
C
ase
C
-127/07

A
rcelor

[2008]
E
C
R
I-9895

=
E
uZ
W
2009,

p.
263,

paras.
58-74.

（
１１１
）

Joined
C
ases
C
-92/09

and
C
-93/09,

ibidem
,
para.

72.

（
１１２
）

Ibidem
,
para.

74.

（
１１３
）

Ibidem
,
paras.

76-77.

（
１１４
）

Ibidem
,
para.

85.

（
１１５
）
拙
稿
・
前
掲
論
文
（
注
８２
）
五
四
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
１１６
）

M
artin

N
ettesheim

,
G
rundrechtskonzeptionen

des
E
uG
H
im
R
aum

der
Freiheit,

der
Sicherheit

und
des
R
echts,

E
uR
2009

B
eih.
1,

pp.
24-43,

40;
M
ayer,

ibidem
,
pp.
99-100.
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（
１１７
）

R
ahm
enbeschluss

2002/584/JI,A
B
lE
G
2002

N
r.
L
190
v.
18.
7.
2002,

S.
1.
（
１１８
）

R
ichtlinie

2006/24/E
G
,A
B
lE
U
2006

N
r.
L
105
v.
13.
4.
2006,

S.
54.

（
１１９
）

A
nhang

I
der
V
erordnung

2002/881/E
G
,
A
B
lE
G
2002

N
r.
L
139,

S.
9.

Ｅ
Ｕ
の
国
際
テ
ロ
防
止
策
に
よ
る
基
本
権
侵
害
に
つ
い
て
、
拙
稿

「
Ｅ
Ｃ
のsm

art
sanctions

と
司
法
救
済
〜
Ｅ
Ｃ
裁
判
所
のK

adi
and
A
l
B
arakaat

判
決
を
踏
ま
え
て
〜
」本
誌
第
一
四
巻
第
一
号（
二
〇
〇
九
年
一
一

月
）
七
九
〜
一
五
一
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
１２０
）
国
際
テ
ロ
対
策
の
分
野
に
お
け
る
基
本
権
保
護
の
重
要
性
に
つ
い
て
、
Ｅ
Ｕ
の
機
能
に
関
す
る
条
約
第
七
五
条
第
三
項
お
よ
び
リ
ス
ボ
ン
条
約
付

属
第
二
五
宣
言
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
１２１
）

B
V
erfG
E
37,
271
(L
issabon).

（
１２２
）

C
ase
C
-491/01

B
ritish

A
m
erican

Tobacco
[2002]

E
C
R
I-11453;

C
ase
C
-376/98

G
erm
any
v
E
P
(Tabakw

erbeverbot
I)
[2000]

E
C
R
I-

8419;
C
ase
C
-380/03

G
erm
any
v
E
P
and
C
ouncil

(Tabakw
erbeverbot

II)
[2006]

E
C
R
I-11573.

（
１２３
）

C
ase
C
-58/08

V
odafone,

E
uZ
W
2010,

p.
539.

（
１２４
）

Schroeder,
ibidem

,
p.
463.

（
１２５
）
こ
の
点
に
つ
い
て
、
拙
稿
・
前
掲
論
文
（
注
３７
）
一
一
八
頁
参
照
。

（
１２６
）

C
ase
C
-340/00

P,
C
w
ik
[2001]

E
C
R
I-10269;

C
ase
T-82/99,

C
w
ik
[2000]

E
C
R
II-713.

（
１２７
）
こ
の
点
に
つ
い
て
、
拙
稿
「
Ｅ
Ｃ
のsm

art
sanctions

と
司
法
救
済
〜
Ｅ
Ｃ
裁
判
所
のK

adi
and
A
l
B
arakaat

判
決
を
踏
ま
え
て
〜
」
本
誌
第
一

四
巻
第
一
号
（
二
〇
〇
九
年
一
一
月
）
七
九
〜
一
五
一
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
１２８
）

Jens-D
aniel

B
raun

and
M
oira

K
ettner,

D
ie
A
bsage

des
E
uG
H
an
eine

richterrechtliche
R
eform

des
E
G
-R
echtsschutzsystem

s,
D
Ö
V

2003,
pp.
58-66.

（
１２９
）
こ
の
点
に
つ
い
て
、
筆
者
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://eu-info.jp/law

/court-lisbon.htm
l

〔
二
〇
一
一
年
一
二
月
一
五
日
現
在
〕）を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
１３０
）

Ingolf
Pernice,

D
ie
Z
ukunft

der
U
nionsgerichtsbarkeit,

E
uR
2011,

pp.
151-169,

151,
note

1.

（
１３１
）

Ibidem
,
p.
162.

（
１３２
）

K
ühling,

ibidem
,
pp.
701-702;

M
ayer,

ibidem
,
p.
102.

（
１３３
）

B
o
V
esterdorf,

T
he
C
om
m
nity
court

system
ten
years

from
now

and
beyond:

challenges
and
possibilities,

28
(2003)

E
L
R
ev.
pp.
303-

323,
317
(“national

judges
are…

also
C
om
m
unity

judges
of
general

instance
w
ith
responsibility

for
applying

C
om
m
unity

law
in
cases

com
ing
before

them
”);
A
ndreas

H
aratsch,

D
ie
kooperative

Sicherung
der
R
echtsstaatlichkeit

durch
die
m
itgliedstaatlichen

G
erichte

und
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die
G
em
einschaftsgerichte

aus
m
itgliedstaatlicher

Sicht,
E
uR
2008,

B
eiheft

2,
pp.
81-107,

83.
（
１３４
）

Pernice,
ibidem

,
p.
154.

（
１３５
）

C
ase
C
-402/05

P
and
C
-415/05

P
K
adi
[2008]

I-6351,
paras.

311
and
344.

（
１３６
）

K
obler

and
M
alferrari,

ibidem
,
pp.
849-850.

（
１３７
）

V
erfG
E
37,
271
(Solange

I),
para.

20.


